
第
７
次
医
療

第
７
次
医
療

第
７
次
医
療

第
７
次
医
療
計
画

計
画
計
画

計
画
に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
課
長
補
佐

原
澤
朋
史

平
成
２
９
年
５
月
１
７
日

平
成
２
９
年
度
医
療
計
画
策
定
研
修
会

1

医
療
計
画
策
定
研
修
会

平
成
２
９
年
５
月
１
７
日
～
１
８
日

資
料１

資
料
１

１
医
療
法
・
医
療
計
画
と
地
域
医
療
構
想
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同
時
改
定

（
予
定
）

基
金
（
医
療
分
の
み
）
基
金
（
介
護
分
を
追
加
）

基
金

基
金

総
合
確
保

方
針医
療
計
画

基
本
方
針

医
療
介

護
総
合

確
保
法

改
正

医
療
法

改
正

介
護

保
険
法

総
合
確
保

方
針

計画策定

介
護
報
酬
改
定

診
療
報
酬
改
定

地
域
医
療
構
想
の
策
定

社会保障制度改革国民会議報告書

プログラム法

医
療
介
護
総
合

確
保
推
進
法

第
７
次

計
画

第
７
期

計
画

第
6
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に

位
置
付
け
た
施
策
（
在
宅
医
療
・介
護
連
携
等
）の
実
施

医
療
と
介
護
の
一
体
的
な
改
革
に
係
る
主
な
取
組
の
イ
メ
ー
ジ

平
成

平
成
平
成

平
成
２
５
２
５
２
５
２
５
年
度

年
度
年
度

年
度

平
成

平
成
平
成

平
成
２
７
２
７
２
７
２
７
年
度

年
度
年
度

年
度

平
成

平
成
平
成

平
成
２
８
２
８
２
８
２
８
年
度

年
度
年
度

年
度

平
成

平
成
平
成

平
成
２
９
２
９
２
９
２
９
年
度

年
度
年
度

年
度

平
成

平
成
平
成

平
成
２
６
２
６
２
６
２
６
年
度

年
度
年
度

年
度

平
成

平
成
平
成

平
成
３
０
３
０
３
０
３
０
年
度

年
度
年
度

年
度

介
護
保
険

事
業
計
画

基
本
指
針

計画策定

病
床
機
能
報
告

病
床
機
能
報
告

病
床
機
能
報
告

病
床
機
能
報
告

基
金
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１
．
１
．
１
．
１
．
目
的

目
的
目
的

目
的医
療
計
画
は
、
医
療
機
能
の
分
化
・
連
携
の
推
進
を
通
じ
て
、
地
域
に
お
い
て
切
れ
目
の
な
い
医
療
の
提
供
を
実
現
し
、
良

質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

本
検
討
会
は
、
現
行
の
医
療
計
画
の
課
題
等
に
つ
い
て
整
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
平
成
３
０
年
度
か
ら
の
次
期
医
療
計
画
を

よ
り
実
効
性
の
高
い
も
の
と
す
る
た
め
、
医
療
計
画
の
作
成
指
針
等
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

２
．
２
．
２
．
２
．
検
討
事
項

検
討
事
項

検
討
事
項

検
討
事
項

・
医
療
計
画
の
作
成
指
針
等
に
つ
い
て

・
医
療
計
画
に
お
け
る
地
域
医
療
構
想
の
位
置
付
け
に
つ
い
て

・
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
含
む
医
療
介
護
の
連
携
に
つ
い
て

・
そ
の
他
医
療
計
画
の
策
定
及
び
施
策
の
実
施
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て

３
．
構
成
員
（
○
は
座
長
）

３
．
構
成
員
（
○
は
座
長
）

３
．
構
成
員
（
○
は
座
長
）

３
．
構
成
員
（
○
は
座
長
）

相
澤
孝
夫
（
日
本
病
院
会
副
会
長
）

櫻
木
章
司
（
日
本
精
神
科
病
院
協
会
理
事
）

安
部
好
弘
（
日
本
薬
剤
師
会
常
務
理
事
）

佐
藤
保
（
日
本
歯
科
医
師
会
副
会
長
）

市
川
朝
洋
（
日
本
医
師
会
常
任
理
事
）

田
中
滋
（
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）

今
村
知
明
（
奈
良
県
立
医
科
大
学
教
授
）

西
澤
寛
俊
（
全
日
本
病
院
協
会
会
長
）

○
遠
藤
久
夫
（
学
習
院
大
学
経
済
学
部
教
授
）

野
原
勝
（
岩
手
県
保
健
福
祉
部
副
部
長
）

尾
形
裕
也
（
東
京
大
学
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
研
究
セ
ン
タ
ー
特
任
教
授
）
藤
井
康
弘
（
全
国
健
康
保
険
協
会
理
事
）

加
納
繁
照
（
日
本
医
療
法
人
協
会
会
長
）

本
多
伸
行
（
健
康
保
険
組
合
連
合
会
理
事
）

齋
藤
訓
子
（
日
本
看
護
協
会
常
任
理
事
）

山
口
育
子
（
N
P
O
法
人
さ
さ
え
あ
い
医
療
人
権
セ
ン
タ
ー
C
O
M
L
理
事
長
）

４４４ ４
．
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

．
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

．
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

．
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

・
平
成
2
8
年
５
月
か
ら
1
2
月
ま
で
に
開
催
し
た
検
討
会
（
計
８
回
）
に
お
い
て
議
論
し
た
内
容
に
つ
い
て
、
1
2
月
に
と
り
ま
と
め

・
療
養
病
床
の
取
扱
い
等
、
一
部
課
題
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
9
年
２
月
以
降
、
検
討
を
継
続

医
療
計
画
の
見
直
し
等
に
関
す
る
検
討
会
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医
計

画
の

直
し

に
い

改
正

し
た

・
告

示
・

通
知

一
医

計
画

の
直

し
に

い
改

正
し

た
・

告
示

・
通

知
一

＜
・

告
示

＞
○

医
提

供
体

勧
の

に
関

す
る

基
方

拏
の

一
部

を
改

正
す

る
件

（
平

成
29

厚
生

労
働

告
示

第
88号

）

○
医

施
規

の
一

部
を

改
正

す
る

（
平

成
29

厚
生

労
働

第
27号

）

○
医

第
勫

の
第

項
第

一
号

に
規

定
す

る
病

床
及

び
一

般
病

床
に

係
る

基
準

病
床

数
の

算
定

に
使

用
す

る
数

値
等

の
一

部
を

改
正

す
る

件
（

平
成

29
厚

生
労

働
告

示
第

89号
）

＜
通

知
＞

○
医

計
画

に
つ

い
て

（
平

成
29

３
月

31日
付

け
医

政
発

0331第
57号

厚
生

労
働

医
政

拈
通

知
）

○
疾

病
・

事
業

及
び

医
に

係
る

医
体

勧
に

つ
い

て
（

平
成

29
３

月
31日

付
け

医
政

地
発

0331第
３

号
厚

生
労

働
医

政
拈

地
域

医
計

画
通

知
）

○
「

拖
拾

な
医

を
提

供
す

る
体

勧
の

を
る

た
め

の
医

等
の

一
部

を
改

正
す

る
の

一
部

の
施

に
つ

い
て

」
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

（
平

成
29

３
月

31日
付

け
医

政
発

0331第
58号

厚
生

労
働

医
政

拈
通

知
）

○
「

特
定

の
病

床
等

の
特

の
事

勲
の

取
扱

に
つ

い
て

」
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

（
平

成
29

３
月

31日
付

け
医

政
地

発
0331第

４
号

厚
生

労
働

医
政

拈
地

域
医

計
画

通
知

）

5

第
７
次
医
療
計
画
の
見
直
し
の
概
要

５５５ ５
．
基
準
病
床
数
に
つ
い
て

．
基
準
病
床
数
に
つ
い
て

．
基
準
病
床
数
に
つ
い
て

．
基
準
病
床
数
に
つ
い
て

○
基
準
病
床
数
と
病
床
の
必
要
量
の
関
係
性
の
整
理
を
行
い
、
基
準
病
床
数
の
算
定
式
に
つ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
実
施
。

○
療
養
病
床
の
取
扱
い
等
、
一
部
検
討
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
今
後
整
理
を
行
う
予
定
。

３
．
地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て

３
．
地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て

３
．
地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て

３
．
地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て

○
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
に
お
い
て
議
論
す
る
内
容
及
び
進
め
方
の
手
順
に
つ
い
て
整
理
。

４４４ ４
．
医
療
・
介
護
連
携
に
つ
い
て

．
医
療
・
介
護
連
携
に
つ
い
て

．
医
療
・
介
護
連
携
に
つ
い
て

．
医
療
・
介
護
連
携
に
つ
い
て

○
地
域
医
療
構
想
や
介
護
保
険
（
支
援
）
事
業
計
画
と
整
合
性
が
と
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
協
議
の
場
を
設
置
。

○
地
域
の
実
情
を
把
握
す
る
た
め
の
指
標
を
充
実
さ
せ
、
多
様
な
職
種
・
事
業
者
の
参
加
を
想
定
し
た
施
策
を
検
討
。

２２２ ２
．
指
標
に
つ
い
て

．
指
標
に
つ
い
て

．
指
標
に
つ
い
て

．
指
標
に
つ
い
て

○
都
道
府
県
ご
と
、
二
次
医
療
圏
ご
と
の
医
療
提
供
体
制
を
客
観
的
に
比
較
す
る
た
め
、
共
通
の
指
標
に
よ
る
現
状
把
握
を
実
施
。

○
現
状
を
踏
ま
え
た
上
で
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
適
切
に
回
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
指
標
の
見
直
し
を
実
施
。

１
．
５
疾
病
・
５
事
業
及
び
在
宅
医
療
に
つ
い
て

１
．
５
疾
病
・
５
事
業
及
び
在
宅
医
療
に
つ
い
て

１
．
５
疾
病
・
５
事
業
及
び
在
宅
医
療
に
つ
い
て

１
．
５
疾
病
・
５
事
業
及
び
在
宅
医
療
に
つ
い
て

○
引
き
続
き
現
状
の
５
疾
病
・
５
事
業
及
び
在
宅
医
療
に
つ
い
て
、
重
点
的
に
取
組
み
を
推
進
。

○
「
急
性
心
筋
梗
塞
」
か
ら
「
心
筋
梗
塞
等
の
心
血
管
疾
患
」
へ
の
名
称
の
見
直
し
等
、
必
要
な
見
直
し
を
実
施
。

６６６ ６
．
そ
の
他

．
そ
の
他

．
そ
の
他

．
そ
の
他

○
ロ
コ
モ
テ
ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
、
フ
レ
イ
ル
等
に
つ
い
て
は
、
他
の
関
連
施
策
と
調
和
を
と
り
な
が
ら
、
疾
病
予
防
・介
護
予
防
等
を
中
心
に
、

医
療
・
介
護
が
連
携
し
た
総
合
的
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
重
要
。
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•
制
を
構
築
す
る
。

が
ん
の
医
療
体
制

•
拠
点
の
な
い
二
次
医
療
圏
に
地
域
が

ん
診
療
病
院
の
整
備
を
進
め
る
。

•
外
来
に
お
け
る
が
ん
診
療
に
関
し
、
拠

点
病
院
等
を
中
心
と
し
た
、
そ
の
他
医

療
機
関
（
在
宅
医
療
提
供
施
設
含
む
）

と
の
地
域
に
お
け
る
連
携
体
制
を
構
築

す
る
。

•
制
を
構
築
す
る
。

○
こ
れ
ま
で
が
ん
医
療
の
均
て
ん
化
を
目
指
し
体
制
整
備
を
行
っ
て
き
た
が
、
が
ん
医
療
が
高
度
化
、
複
雑
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
均

て
ん
化
が
必
要
な
分
野
、
集
約
化
が
必
要
な
分
野
を
検
討
し
、
今
後
の
が
ん
医
療
体
制
を
整
備
す
る
。

○
が
ん
の
予
防
や
社
会
復
帰
、
治
療
と
職
業
生
活
の
両
立
に
向
け
た
支
援
に
取
組
む
。

【
概
要
】

•
が
ん
の
放
射
線
治
療
や
ゲ
ノ
ム
医
療
、
希

少
が
ん
、
小
児
が
ん
等
の
高
度
・
希
少
な

分
野
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
拠
点
病

院
等
が
担
う
機
能
の
分
化
・
連
携
を
進
め

る
。

•
が
ん
の
高
精
度
放
射
線
治
療
や
粒
子
線

治
療
、
ゲ
ノ
ム
医
療
等
の
高
度
な
医
療
の

実
施
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
拠
点
病
院
等

の
機
能
分
化
・
連
携
と
合
わ
せ
、
そ
れ
を
担

う
人
材
に
つ
い
て
も
集
約
化
や
育
成
を
進

め
る
。

•
第
２
期
が
ん
対
策
推
進
基
本
計
画
に

お
い
て
が
ん
対
策
に
お
け
る
就
労
支

援
が
盛
り
込
ま
れ
、
拠
点
病
院
に
お

い
て
、
就
労
の
専
門
人
材
を
配
置
す

る
等
の
取
組
み
を
実
施
。

均
て
ん
化
と
集
約
化
の
バ
ラ
ン
ス
を

勘
案
し
た
新
た
な
医
療
提
供
体
制
へ

治
療
と
職
業
生
活
の
両
立
支
援
等
の
取
り
組
み

治
療
と
職
業
生
活
の
両
立
支
援
等
の
取
り
組
み

治
療
と
職
業
生
活
の
両
立
支
援
等
の
取
り
組
み

治
療
と
職
業
生
活
の
両
立
支
援
等
の
取
り
組
み

が
ん

が
ん
が
ん

が
ん
の
予
防
、
検
診

の
予
防
、
検
診

の
予
防
、
検
診

の
予
防
、
検
診

•
科
学
的
根
拠
に
基
づ
い
た
が
ん
検
診

の
実
施
、
精
度
管
理
、
受
診
率
向
上

に
取
組
む
。

両
立
支
援
に
関
す
る
取
組
み
に
つ
い
て

更
な
る
充
実
を
図
る

集
約
化

集
約
化

集
約
化

集
約
化
ののの の
取
組

取
組
取
組

取
組

均均均 均
て
ん
て
ん
て
ん
て
ん
化化化 化
ののの の
取
組

取
組
取
組

取
組
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脳
卒
中
の
医
療
体
制

•
急
性
期
脳
梗
塞
に
対
し
、

rt-P
A
療
法
、
血
管
内
治

療
が
有
効
で
あ
る
が
、
普
及
が
不
十
分
。

•
脳
卒
中
は
、
介
護
の
原
因
疾
患
の
第
一
位
。

•
脳
卒
中
は
、
発
作
後

1
年
で

1
0

%
、

5
年
で

5
0

%
と

高
率
に
再
発
す
る
。

○
脳
血
管
疾
患
に
よ
る
死
亡
を
防
ぎ
、
ま
た
、
要
介
護
状
態
に
至
る
患
者
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
発
症
後
、
病
院
前
救
護
を
含
め
、
早
急
に
適
切
な

急
性
期
診
療
を
実
施
す
る
体
制
の
構
築
を
進
め
る
。

○
急
性
期
か
ら
慢
性
期
を
通
じ
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
、
再
発
・
合
併
症
予
防
を
含
め
た
、
一
貫
し
た
医
療
を
提
供
す
る
体
制
を
構
築
す
る
。

【
概
要
】

�
近
年
の
標
準
治
療
の
進
歩
を
踏
ま
え

た
、
急
性
期
医
療
体
制
の
構
築

・
rt-P

A
療
法
施
行
可
能
時
間
の
、

3
時
間
か
ら

4
.5
時
間
へ
の
延
長

・
脳
梗
塞
に
対
す
る
急
性
期
血
管
内

治
療
の
科
学
的
根
拠
の
確
立

�
発
症
早
期
か
ら
の
急
性
期
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進

�
回
復
期
、
慢
性
期
ま
で
一
貫
し
た

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施

�
服
薬
や
、
リ
ス
ク
管
理
等
の
再
発

予
防
の
継
続

�
誤
嚥
性
肺
炎
予
防
の
た
め
の
嚥
下

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
、
医
科
歯
科

連
携
等
の
、
合
併
症
予
防
の
取
組

み
の
推
進

脳
卒
中
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

脳
卒
中
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

脳
卒
中
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

脳
卒
中
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫
し
た
医
療
体
制
の
構
築

し
た
医
療
体
制
の
構
築

し
た
医
療
体
制
の
構
築

し
た
医
療
体
制
の
構
築

平
成

2
5
年
国
民
生
活
基
礎
調
査

慢
性
期

回
復
期

急
性
期

発症

急
性
期
の
課
題
例

急
性
期
の
課
題
例

急
性
期
の
課
題
例

急
性
期
の
課
題
例

慢
性

慢
性
慢
性

慢
性
期
の
課
題
例

期
の
課
題
例

期
の
課
題
例

期
の
課
題
例

適
切
な
急
性
期
治
療

適
切
な
急
性
期
治
療

適
切
な
急
性
期
治
療

適
切
な
急
性
期
治
療

回
復
期
・
慢
性
期
の
後
遺
症
軽
減
・

回
復
期
・
慢
性
期
の
後
遺
症
軽
減
・

回
復
期
・
慢
性
期
の
後
遺
症
軽
減
・

回
復
期
・
慢
性
期
の
後
遺
症
軽
減
・

再
発

再
発
再
発

再
発
/// /
合
併
症
予
防

合
併
症
予
防

合
併
症
予
防

合
併
症
予
防
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心
筋
梗
塞
等
の
心
血
管
疾
患
の
医
療
体
制

•
急
性
心
筋
梗
塞
死
亡
例
の
半
数
以
上
は
院
外
心

停
止
で
あ
る
。

•
急
性
大
動
脈
解
離
は
発
症
後

2
日
で
の
死
亡
率

が
5

0
％
に
達
す
る
。

•
心
血
管
疾
患
の
終
末
的
な
病
態
で
あ
る
心
不
全

は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

•
1
年
間
で
慢
性
心
不
全
患
者
の
約

2
0
～

4
0
％
は

再
入
院
す
る
。

○
「
急
性
心
筋
梗
塞
」
を
「心
筋
梗
塞
等
の
心
血
管
疾
患
」
と
見
直
し
、
心
不
全
等
の
合
併
症
等
を
含
め
た
医
療
提
供
体
制
の
構
築
を
進
め
る
。

○
急
性
心
筋
梗
塞
に
よ
る
突
然
死
を
防
ぐ
た
め
、
発
症
後
、
病
院
前
救
護
を
含
め
、
早
急
に
適
切
な
治
療
を
開
始
す
る
体
制
の
構
築
を
進
め
る
。

○
急
性
期
の
治
療
に
引
き
続
き
、
回
復
期
及
び
慢
性
期
の
適
切
な
治
療
を
含
め
た
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
。

【
概
要
】

心
不
全
等
の
合
併
症
や
、
他
の
心
血
管
疾
患

心
不
全
等
の
合
併
症
や
、
他
の
心
血
管
疾
患

心
不
全
等
の
合
併
症
や
、
他
の
心
血
管
疾
患

心
不
全
等
の
合
併
症
や
、
他
の
心
血
管
疾
患
（
大
（
大（大
（
大

動
脈
解
離
等
）

動
脈
解
離
等
）

動
脈
解
離
等
）

動
脈
解
離
等
）を
含
め
た
医
療
提
供
体
制
の
構
築

を
含
め
た
医
療
提
供
体
制
の
構
築

を
含
め
た
医
療
提
供
体
制
の
構
築

を
含
め
た
医
療
提
供
体
制
の
構
築

時
間

経
過

身体機能死
亡

急
性
発
症

突
然
死

慢
性
期
に
お
け
る
再
発
･増
悪

�
カ
テ
ー
テ
ル
治
療
に
代
表
さ
れ
る
、
低

侵
襲
な
治
療
法
の
発
達
を
踏
ま
え
た
急

性
期
医
療
体
制
の
構
築
。

�
情
報
の
早
期
共
有
等
、
病
院
前
救
護
と

救
急
医
療
機
関
と
の
連
携
の
推
進
。

�
発
症
後
早
期
か
ら
の
心
臓
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
。

�
適
切
な
運
動
療
法
や
薬
物
療
法
の
推

進
に
向
け
た
、
医
療
機
関
相
互
の
連

携
体
制
の
構
築
。

心
血
管
疾
患
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

心
血
管
疾
患
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

心
血
管
疾
患
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

心
血
管
疾
患
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫
し
た
医
療
体
制
の
構
築

し
た
医
療
体
制
の
構
築

し
た
医
療
体
制
の
構
築

し
た
医
療
体
制
の
構
築

～
心
血
管
疾
患
の
臨
床
経
過
～

0

5
0

1
0

0

1
5

0

2
0

0

2
5

0

3
0

0

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

心
不
全

急
性
心
筋
梗
塞

入
院
患
者
数
の
推
移

1
（
千
人
）

（
年
度
）

心
不
全
は
毎
年

約
1
万
人
増
加

1
:日
本
循
環
器
学
会

循
環
器
疾
患
診
療

実
態
調
査
報
告
書

再
発
･増
悪
に
よ
る
再
入
院
と
寛
解
を

繰
り
返
し
徐
々
に
身
体
機
能
が
悪
化

急
性
期
の
課
題
例

急
性
期
の
課
題
例

急
性
期
の
課
題
例

急
性
期
の
課
題
例

慢
性

慢
性
慢
性

慢
性
期
の
課
題
例

期
の
課
題
例

期
の
課
題
例

期
の
課
題
例

急
性
期
の
死
亡
率
抑
制

急
性
期
の
死
亡
率
抑
制

急
性
期
の
死
亡
率
抑
制

急
性
期
の
死
亡
率
抑
制

回
復
期
・
慢
性
期
の
再
発
・
増
悪
予
防

回
復
期
・
慢
性
期
の
再
発
・
増
悪
予
防

回
復
期
・
慢
性
期
の
再
発
・
増
悪
予
防

回
復
期
・
慢
性
期
の
再
発
・
増
悪
予
防
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糖
尿
病
の
医
療
体
制

○
発
症
予
防
・
重
症
化
予
防
に
重
点
を
お
い
た
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
連
携
体
制
の
構
築
を
目
指
す
。

○
重
症
化
予
防
対
策
に
は
、
受
診
中
断
患
者
数
の
減
少
や
早
期
か
ら
の
適
切
な
指
導
・
治
療
が
重
要
で
あ
り
、
医
療
機
関
と
薬
局
、
保
険
者
が
連

携
す
る
取
組
み
を
進
め
る
。

○
日
常
生
活
に
近
い
場
で
も
栄
養
・
運
動
等
の
指
導
を
受
け
る
事
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
医
療
従
事
者
が
地
域
で
の
健
康
づ
く
り
・
疾
病
予
防
に
参

加
で
き
る
機
会
を
創
出
す
る
。

【
概
要
】一
次
予
防

一
次
予
防

一
次
予
防

一
次
予
防

二
次
予
防

二
次
予
防

二
次
予
防

二
次
予
防

三
次
予
防

三
次
予
防

三
次
予
防

三
次
予
防

○
合
併
症
に
よ
る
臓

器
障
害
の
予
防

○
生
命
予
後
の
改
善

○
重
症
化
予
防

○
発
症
予
防

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
と
保
健
事
業
の

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
と
保
健
事
業
の

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
と
保
健
事
業
の

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
と
保
健
事
業
の
推
進

推
進
推
進

推
進

糖
尿
病
の
予
防
・疾
病
管
理
に
関
す
る
事
業

糖
尿
病
の
予
防
・疾
病
管
理
に
関
す
る
事
業

糖
尿
病
の
予
防
・疾
病
管
理
に
関
す
る
事
業

糖
尿
病
の
予
防
・疾
病
管
理
に
関
す
る
事
業

・
糖
尿
病
予
防
戦
略
事
業
（健
康
的
な
生
活
習
慣
づ
く
り
重
点
化
事
業
の
一
環
）

・
健
康
増
進
事
業

・
糖
尿
病
重
症
化
・
合
併
症
発
症
予
防
の
た
め
の
地
域
に
お
け
る
診
療
連
携
体
制
の
推
進
に
資
す
る

事
業 加
入
団
体
を
通
じ
て
各
学
会
支

部
等
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
周
知

都
道
府
県
医
師
会
、
郡
市
区
医

師
会
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
周
知

都
道
府
県
、
保
険
者
に

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
周
知

か
か
り
つ
け

医
、
専
門
医
、

保
険
者
（
行
政
）

等
に
よ
る
有
機

的
連
携
体
制
の

確
立

市
町
村
で
の
実
践

日
本
糖
尿
病
対
策
推
進
会
議

日
本
医
師
会

厚
生
労
働
省

都
道
府
県
単
位
で
行
政
、
医
師
会
、
糖
尿
病
対
策
推
進
会
議
、
保
険
者
等
に
よ
り
、
地
域
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策

定
な
ど
対
応
策
に
つ
い
て
協
議
（
各
市
町
村
の
独
自
性
を
尊
重
）

連
携
協
定

関
係
者
で
具
体
的
な

方
策
を
協
議
、
実
践

1
0



バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

精
神
疾
患
の
医
療
体
制

○
精
神
障
害
者
が
、
地
域
の
一
員
と
し
て
安
心
し
て
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
構
築
を
目
指
す
。
こ
の
た
め
、
平
成

3
2
年
度
末
・
平
成

3
7
年
（

2
0

2
5
年
）
の
精
神
病
床
に
お
け
る
入
院
需
要
（患
者
数
）
及
び
、
地
域
移
行
に

伴
う
基
盤
整
備
量
（
利
用
者
数
）の
目
標
を
明
確
に
し
た
上
で
、
障
害
福
祉
計
画
等
と
整
合
性
を
図
り
な
が
ら
基
盤
整
備
を
推
し
進
め
る
。

○
統
合
失
調
症
、
う
つ
病
・
躁
う
つ
病
、
認
知
症
、
児
童
・思
春
期
精
神
疾
患
、
依
存
症
な
ど
の
多
様
な
精
神
疾
患
等
に
対
応
で
き
る
医
療
連
携
体
制

の
構
築
に
向
け
て
、
多
様
な
精
神
疾
患
等
ご
と
に
医
療
機
関
の
役
割
分
担
・
連
携
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
患
者
本
位
の
医
療
を
実
現
し
て
い
け
る

よ
う
、
各
医
療
機
関
の
医
療
機
能
を
明
確
化
す
る
。

【
概
要
】

（
難
治
性
精
神
疾
患
や
処
遇
困
難
事
例
等
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
、

都
道
府
県
立
精
神
科
病
院
に
加
え
て
、
民
間
病
院
、
大
学
病
院
、

国
立
病
院
な
ど
も
参
画
し
た
医
療
連
携
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
）

精
神
医
療
圏

多
様
な
精
神
疾
患
等
ご
と
に

地
域

精
神
科
医
療
提
供
機
能
を
担
う

医
療
機
関

多
様
な
精
神
疾
患
等
ご
と
に

地
域
連
携
拠
点
機
能
を
担
う

医
療
機
関

そ
の
他
の

医
療

機
関

市
町
村

保
健
所

多
様
な
精
神
疾
患
等
ご
と
に

都
道
府
県
連
携
拠
点
機
能
を
担
う

医
療
機
関

都
道
府
県

本
庁

精
神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー

精
神

精
神
精
神

精
神
医
療
圏
ご
と

医
療
圏
ご
と

医
療
圏
ご
と

医
療
圏
ご
と
の
医
療

の
医
療

の
医
療

の
医
療
関
係
者

関
係
者

関
係
者

関
係
者
等等等 等
に
よ
る
協
議
の
場

に
よ
る
協
議
の
場

に
よ
る
協
議
の
場

に
よ
る
協
議
の
場

精
神
疾
患
に
関
す
る
圏
域
連
携
会
議

都
道
府
県
ご
と
の
医
療

都
道
府
県
ご
と
の
医
療

都
道
府
県
ご
と
の
医
療

都
道
府
県
ご
と
の
医
療
関
係
者

関
係
者

関
係
者

関
係
者
等等等 等
に
よ
る
協
議
の
場

に
よ
る
協
議
の
場

に
よ
る
協
議
の
場

に
よ
る
協
議
の
場

精
神
疾
患
に
関
す
る
作
業
部
会

多
様

多
様
多
様

多
様
な
精
神
疾
患
等
に
対
応
で
き
る
医
療
連
携
体
制
の
構
築

な
精
神
疾
患
等
に
対
応
で
き
る
医
療
連
携
体
制
の
構
築

な
精
神
疾
患
等
に
対
応
で
き
る
医
療
連
携
体
制
の
構
築

な
精
神
疾
患
等
に
対
応
で
き
る
医
療
連
携
体
制
の
構
築

精
神
障
害
に
も
対
応
で
き
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

精
神
障
害
に
も
対
応
で
き
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

精
神
障
害
に
も
対
応
で
き
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

精
神
障
害
に
も
対
応
で
き
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

社
会
参
加
（
就
労
）
・
地
域
の
助
け
合
い

社
会
参
加
（
就
労
）
・
地
域
の
助
け
合
い

社
会
参
加
（
就
労
）
・
地
域
の
助
け
合
い

社
会
参
加
（
就
労
）
・
地
域
の
助
け
合
い

住
ま
い

住
ま
い

住
ま
い

住
ま
い

市
町
村
ご
と
の
保
健
・
医
療
・
福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
、
市
町
村

障
害
保
健
福
祉
圏
域
ご
と
の
保
健
・
医
療
・
福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
、
保
健
所

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

医
療
医
療
医
療
医
療

障
害
福
祉
・
介
護

障
害
福
祉
・
介
護

障
害
福
祉
・
介
護

障
害
福
祉
・
介
護

■
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

■
地
域
生
活
支
援
拠
点

■
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

都
道
府
県
ご
と
の
保
健
・
医
療
・
福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
、
都
道
府
県

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

様
々
様
々
様
々
様
々
な
相
談
窓
口

な
相
談
窓
口

な
相
談
窓
口

な
相
談
窓
口

日
常
生
活

圏
域

日
常
生
活

圏
域

基
本
圏
域
（
市
町
村
）

障
害
保
健
福
祉
圏
域

圏
域
の
考
え
方

1
1

救
急
医
療
の
体
制

○
円
滑
な
受
入
体
制
の
整
備
や
い
わ
ゆ
る
出
口
問
題
へ
対
応
す
る
た
め
、
救
急
医
療
機
関
と
か
か
り
つ
け
医
や
介
護
施
設
等
の
関
係
機
関
と
の

連
携
・
協
議
す
る
体
制
を
構
築
す
る
。
ま
た
、
日
頃
か
ら
か
か
り
つ
け
医
を
持
つ
こ
と
、
救
急
車
の
適
正
利
用
等
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め

の
取
組
み
を
進
め
る
。

○
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
充
実
段
階
評
価
を
見
直
し
、
地
域
連
携
の
観
点
を
取
り
入
れ
る
。
併
せ
て
、
救
急
医
療
機
関
に
つ
い
て
、
数
年
間
、
受
入

れ
実
績
が
無
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
に
よ
る
指
定
の
見
直
し
を
検
討
す
る
。

○
初
期
救
急
医
療
機
関
の
整
備
と
と
も
に
休
日
夜
間
対
応
で
き
る
薬
局
、
精
神
科
救
急
と
一
般
救
急
と
の
連
携
等
を
さ
ら
に
進
め
る
。

【
概
要
】

平
成
２
７
年
度

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
充
実
段
階
評
価

Ａ
評
価
：

2
6

9
ヵ
所

Ｂ
評
価
：
１
ヵ
所

Ｃ
評
価
：
１
ヵ
所

八
王
子
消
防
署
資
料
よ
り
一
部
改
変

○
高
齢
者
及
び
高
齢
者
施
設
等
の
利
用
者
へ
の
安
全
な
救
急
搬
送
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
八
王
子
消

防
署
と
八
王
子
市
救
急
業
務
連
絡
協
議
会
で
調
整
、
“八
王
子
市
高
齢
者
救
急
医
療
体
制
広
域
連
絡
会
”

を
設
置
。

・
八
王
子
市
救
急
業
務
連
絡
協
議
会

・
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
・
救
急
セ
ン
タ
ー

・
介
護
療
養
型
病
院

・
医
療
療
養
型
病
院

・
八
王
子
施
設
長
会

・
八
王
子
社
会
福
祉
法
人
代
表
者
会

・
八
王
子
特
定
施
設
連
絡
会

・
精
神
科
病
院

・
八
王
子
介
護
支
援
専
門
員

連
絡
協
議
会

・
八
王
子
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

連
絡
協
議
会

・
高
齢
者
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

・
八
王
子
医
師
会

八
王
子
市
高
齢
者
救
急
医
療
体
制
広
域
連
絡
会

自
宅
、
高
齢
者
施
設
、
救

急
隊
、
急
性
期
医
療
機

関
、
慢
性
期
医
療
機
関
、

市
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
推
奨
事
項
や
努
力
事

項
が
示
さ
れ
た
。

こ
の
う
ち
、
「
自
宅
/
高
齢

者
施
設
」
の
推
奨
事
項
と

し
て
、
「
救
急
医
療
情
報

の
作
成
」
を
行
う
こ
と
と

な
っ
た
。

※
行
政
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
機
関

が
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
。

・
八
王
子
市

・
町
会
自
治
会
連
合
会

・
八
王
子
消
防
署

・
八
王
子
薬
剤
師
会

・
八
王
子
老
人
保
健
施
設
協
議
会

・
八
王
子
市
赤
十
字
奉
仕
団

・
八
王
子
市

民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会

・
八
王
子
市
社
会
福
祉
協
議
会

全
２
０
団
体

八
王
子
市
の
例

円
滑
な
救
急
搬
送
や
受
入
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
医
療
機
関
と
介
護
施
設
等
の

連
携
を
推
進
す
る
。

評
価
基
準

C
評
価
：

是
正
を
要
す
る
項
目
が
３
年
以
上
継
続
し
て
2
2点
以
上
の
場
合

B
評
価
：

是
正
を
要
す
る
項
目
が
２
年
間
継
続
し
て
2
2
点
以
上
の
場
合

A
評
価
：

B
、
C
評
価
以
外

（
平
成
2
6
年
度
実
績
）

平
成

2
7
年
度
は
、
ほ
と
ん
ど
の
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の

充
実
段
階
評
価
が

A
評
価
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
な
る
機

能
の
充
実
を
図
る
た
め
、
地
域
連
携
の
評
価
を
含
め
、

救
急
救
命
セ
ン
タ
ー
充
実
段
階
評
価
を
見
直
す
。

救
急
医
療
機
関
と
関
係
機
関
と
の
連
携
・
協
議
体
制
の
構
築

救
急
医
療
機
関
と
関
係
機
関
と
の
連
携
・
協
議
体
制
の
構
築

救
急
医
療
機
関
と
関
係
機
関
と
の
連
携
・
協
議
体
制
の
構
築

救
急
医
療
機
関
と
関
係
機
関
と
の
連
携
・
協
議
体
制
の
構
築

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
充
実
段
階
評
価
の
見
直
し

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
充
実
段
階
評
価
の
見
直
し

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
充
実
段
階
評
価
の
見
直
し

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
充
実
段
階
評
価
の
見
直
し

1
2



都都都 都
道道道 道
府府府 府
県県県 県

災災災 災
害害害 害
医医医 医
療療療 療

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

被
災

地
被

災
地

被
災

地
被

災
地

医
療

ニ
ー

ズ
の

吸
い

上
げ

医
療

チ
ー

ム
の

派
遣

被被被 被
災災災 災

県県県 県

医
療
チ
ー
ム

（
日
赤
救
護
班
・
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
等
）

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ

非
被

災
県

災
害
医
療
本
部

（
都
道
府
県
庁
）

医
療
者
と
行
政
の

橋
渡
し

災
害
医
療
の
体
制

○
被
災
地
域
の
医
療
ニ
ー
ズ
等
の
情
報
収
集
や
医
療
チ
ー
ム
（

D
M

A
T、

D
P
A

T、
JM

A
T等
）
と
の
連
絡
調
整
等
を
行
う
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

体
制
の
整
備
を
進
め
る
。

さ
ら
に
、
大
規
模
災
害
時
に
備
え
、
災
害
時
に
お
け
る
近
隣
都
道
府
県
と
の
連
携
を
強
化
す
る
。

○
災
害
時
の
診
療
機
能
の
低
下
軽
減
や
早
期
回
復
を
図
る
た
め
、
事
業
継
続
計
画
（

B
C

P
）
の
策
定
に
つ
い
て
、
推
進
す
る
。

【
概
要
】

○
災
害
時
に
診
療
機
能
の
低
下
軽
減
や
病

院
機
能
の
早
期
回
復
を
図
り
、
継
続
し
て
医

療
を
提
供
す
る
た
め
、

B
C

P
の
策
定
は
今
後

災
害
拠
点
病
院
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
の
一

般
病
院
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
り
、
引
き
続

き
推
進
す
る
。

○
都
道
府
県
災
害
医
療
本
部
の
機
能
向
上
を
目
的
と
し
た
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
チ
ー
ム
の
強
化

と
、
被
災
地
域
の
医
療
ニ
ー
ズ
等
の
情
報
収
集
及
び
医
療
チ
ー
ム
（

D
M

A
T、

D
P
A

T、
JM

A
T

等
）
と
の
連
絡
調
整
等
を
行
う
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
体
制
の
整
備
を
進
め
る
。

さ
ら
に
、
大
規
模
災
害
時
に
備
え
、
災
害
医
療
に
係
る
医
療
提
供
者
の
機
能
と
役
割
を
明

確
に
す
る
と
と
も
に
、
政
府
の
防
災
基
本
計
画
と
整
合
性
を
と
り
つ
つ
、
広
域
医
療
搬
送
を

想
定
し
た
訓
練
を
積
極
的
に
実
施
す
る
な
ど
、
災
害
時
に
お
け
る
近
隣
都
道
府
県
と
の
連

携
を
強
化
す
る
。

B
C

P
：

B
u

sin
e

ss C
o

n
tin

u
ity

 

P
la

n
事
業
継
続
計
画

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
概
念

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
概
念

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
概
念

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
概
念

完
全

完
全
完
全

完
全
復
旧

復
旧
復
旧

復
旧

仮
復
旧

仮
復
旧

仮
復
旧

仮
復
旧

状
況

状
況
状
況

状
況
確
認

確
認
確
認

確
認

安
全

安
全
安
全

安
全
確
認

確
認
確
認

確
認

平平平 平時時時 時

B
C

P
実
践
後

実
践
後

実
践
後

実
践
後

ののの の
復
旧
曲
線

復
旧
曲
線

復
旧
曲
線

復
旧
曲
線

B
C

P
実
践
前
の

実
践
前
の

実
践
前
の

実
践
前
の

復
旧
曲
線

復
旧
曲
線

復
旧
曲
線

復
旧
曲
線

災
害
時
の
診
療
機
能
の
低
下
軽
減
・早
期

回
復
の
方
策
＝
B
C
P

B
C
P

B
C
P

B
C
P
を
策
定
し
、
継
続
し
て
医

療
を
提
供
で
き
る
体
制
を
維
持
す
る
。

機
能
低
下

軽
減

機
能
早
期

回
復

1
0

0
％診療機能

拠拠拠 拠

拠拠拠 拠

被
災
地

被
災
地

被
災
地

被
災
地

航
空
搬
送
拠
点

災
害
拠
点
病
院
等

医
師
等
搬
送
の

流
れ

患
者
搬
送
の

流
れ

①
Ｓ
Ｃ
Ｕ
へ
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
投
入

①
Ｓ
Ｃ
Ｕ
へ
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
投
入

①
Ｓ
Ｃ
Ｕ
へ
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
投
入

①
Ｓ
Ｃ
Ｕ
へ
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
投
入

②
Ｓ
Ｃ
Ｕ
で
の
ト
リ
ア
ー
ジ

②
Ｓ
Ｃ
Ｕ
で
の
ト
リ
ア
ー
ジ

②
Ｓ
Ｃ
Ｕ
で
の
ト
リ
ア
ー
ジ

②
Ｓ
Ｃ
Ｕ
で
の
ト
リ
ア
ー
ジ

※※※ ※
地
域
医
療
搬
送

地
域
医
療
搬
送

地
域
医
療
搬
送

地
域
医
療
搬
送

（
災
害
拠
点
病
院

（
災
害
拠
点
病
院

（
災
害
拠
点
病
院

（
災
害
拠
点
病
院
→
Ｓ
Ｃ
Ｕ
）

Ｓ
Ｃ
Ｕ
）

Ｓ
Ｃ
Ｕ
）

Ｓ
Ｃ
Ｕ
）

③
広
域
医
療
搬
送

③
広
域
医
療
搬
送

③
広
域
医
療
搬
送

③
広
域
医
療
搬
送

拠拠拠 拠

拠拠拠 拠

広
域
医
療
搬
送
の
流
れ

拠拠拠 拠

拠拠拠 拠

被
災
地
域
に
お
け
る
災
害
医
療
提
供
体
制
の
整
備
と
連
携
強
化

被
災
地
域
に
お
け
る
災
害
医
療
提
供
体
制
の
整
備
と
連
携
強
化

被
災
地
域
に
お
け
る
災
害
医
療
提
供
体
制
の
整
備
と
連
携
強
化

被
災
地
域
に
お
け
る
災
害
医
療
提
供
体
制
の
整
備
と
連
携
強
化

B
C
P

B
C
P

B
C
P

B
C
P
策
定
の
推
進

策
定
の
推
進

策
定
の
推
進

策
定
の
推
進

1
3

年
度

H
2
6
H
2
7
H
2
8
H
2
9
H
3
0
H
3
1
H
3
2
H
3
3
H
3
4
H
3
5

へ
き
地
保
健

へ
き
地
保
健

へ
き
地
保
健

へ
き
地
保
健

医
療
計
画

医
療
計
画

医
療
計
画

医
療
計
画

医
療
計
画

医
療
計
画

医
療
計
画

医
療
計
画

へ
き
地
医
療
の
体
制

○
へ
き
地
に
お
け
る
医
療
従
事
者
の
確
保
や
チ
ー
ム
医
療
の
充
実
に
つ
い
て
は
、
「
へ
き
地
保
健
医
療
計
画
」
を
「
医
療
計
画
」

に
一
本
化
し
た
上
で
、
医
療
計
画
に
お
け
る
医
療
従
事
者
の
確
保
等
の
取
組
み
と
連
動
し
て
進
め
る
。

○
へ
き
地
に
お
け
る
巡
回
診
療
等
の
実
績
に
基
づ
い
て
、
へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
の
要
件
を
見
直
す
。

【
概
要
】

へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
必
要
が
あ

る
。

地
医
療
拠
点
病
院
の
要
件
を
見
直
す
。

巡
回
診
療

巡
回
診
療

巡
回
診
療

巡
回
診
療

医
師
派
遣

医
師
派
遣

医
師
派
遣

医
師
派
遣

代
診
医
派
遣

代
診
医
派
遣

代
診
医
派
遣

代
診
医
派
遣

実
施
無
し

実
施
無
し

実
施
無
し

実
施
無
し

9
0

1
0

2
9

4
7

7
(2

4
.7

%
)

へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
の
指
定
は
受
け
て
い
る
が
、
人
員
不
足
等
か
ら
、

巡
回
診
療
、
医
師
派
遣
、
代
診
医
派
遣
の
い
ず
れ
も
実
施
し
て
い
な
い
施
設

が
一
定
程
度
存
在
す
る
（

7
7
施
設
（

2
4

.8
%
）
、
平
成

2
8
年

1
月

1
日
時
点
）。

へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
の
主
た
る
３
事
業
で
あ
る

①
へ
き
地
に
お
け
る
巡
回
診
療
、

②
へ
き
地
へ
の
医
師
派
遣
、

③
へ
き
地
へ
の
代
診
医
派
遣

の
実
績
が
年
間
1
2
回
（
月
１
回
）
以
上

【
へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
の
活
動
目
標
】

こ
の
た
め
、
へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
の
要
件
を
見
直
し
、
現
状
を
明
確
化

す
る
と
と
も
に
数
値
目
標
を
示
し
、
へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
の
さ
ら
な
る
充
実

を
図
る
必
要
が
あ
る
。

平
成
2
6年
度
へ
き
地
保
健
医
療
対
策
検
討
会
に
お
い
て
、

「
第
1
1
次
へ
き
地
保
健
医
療
計
画
」
の
実
施
期
間
を
平
成
29

年
度
ま
で
延
長
し
、
平
成
30
年
度
か
ら
実
施
す
る
「
第
７
次

医
療
計
画
」
と
一
体
的
に
検
討
を
行
う
方
針
と
さ
れ
た
。

「
へ
き
地
保
健
医
療
計
画
」
と
「
医
療
計
画
」
の
一
本
化

「
へ
き
地
保
健
医
療
計
画
」
と
「
医
療
計
画
」
の
一
本
化

「
へ
き
地
保
健
医
療
計
画
」
と
「
医
療
計
画
」
の
一
本
化

「
へ
き
地
保
健
医
療
計
画
」
と
「
医
療
計
画
」
の
一
本
化

へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
の

へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
の

へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
の

へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
の
活
動
状
況

活
動
状
況

活
動
状
況

活
動
状
況

第第第 第
1

1
次次次 次

第第第 第
1

1
次次次 次第第第 第
６６６ ６
次次次 次

延
長

延
長
延
長

延
長

第
７
次
医
療
計
画
に
統
合

第
７
次
医
療
計
画
に
統
合

第
７
次
医
療
計
画
に
統
合

第
７
次
医
療
計
画
に
統
合

＜
イ
メ
ー
ジ
図
＞

1
4



周
産
期
医
療
の
体
制

○
「
周
産
期
医
療
体
制
整
備
計
画
」
を
「医
療
計
画
」に
一
本
化
し
、
基
幹
病
院
へ
の
ア
ク
セ
ス
等
の
実
情
を
考
慮
し
た
圏
域
を
設
定
す
る
等
の
体

制
整
備
を
進
め
る
。

○
災
害
時
に
妊
産
婦
・
新
生
児
等
へ
対
応
で
き
る
体
制
の
構
築
を
進
め
る
た
め
、
「
災
害
時
小
児
周
産
期
リ
エ
ゾ
ン
」
の
養
成
を
進
め
る
。

○
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
精
神
疾
患
を
合
併
し
た
妊
婦
へ
の
対
応
が
で
き
る
よ
う
な
体
制
整
備
を
進
め
る
。

【
概
要
】

災
害
時
に
お
い
て
、
特
に
医
療
の
サ
ポ
ー
ト
が
必

要
と
な
る
妊
産
婦
・
新
生
児
等
に
つ
い
て
、
適
切
に

対
応
で
き
る
体
制
を
構
築
す
る
。

平
成

2
8
年
度
よ
り
「
災
害
時
小
児
周
産
期
リ
エ
ゾ

ン
研
修
事
業
」
を
開
始
。
す
べ
て
の
都
道
府
県
に

「
災
害
時
小
児
周
産
期
リ
エ
ゾ
ン
」
を
設
置
す
る
。

周
産
期
医
療
の
体
制
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
妊
婦
の
居
住
地
か
ら
分

娩
取
扱
医
療
機
関
へ
の
適
正
な
ア
ク
セ
ス
の
確
保
が
肝
要
。

現
行
の
二
次
医
療
圏
を
基
本
と
し
つ
つ
、
出
生
数
規
模
や
流
出
入
の

み
な
ら
ず
、
地
域
の
実
情
に
即
し
て
基
幹
病
院
と
そ
の
連
携
病
院
群
の

適
正
ア
ク
セ
ス
の
カ
バ
ー
エ
リ
ア
等
を
考
慮
し
た
周
産
期
医
療
圏
を
設

定
す
る
。

A
県

(6
 二
次
医
療
圏

)

B
県

(4
 二
次
医
療
圏

)

※
赤
線
で
囲
ま
れ
た
医
療
圏
は
患
者

流
出
が
多
い
。
こ
う
い
っ
た
患
者
の
流

出
入
に
加
え
、
ア
ク
セ
ス
時
間
や
近
隣

県
の
状
況
も
踏
ま
え
た
検
討
が
必
要
。

（
例
示
）

1
5

ア
ク
セ
ス
等
の
実
情
を
考
慮
し
た

ア
ク
セ
ス
等
の
実
情
を
考
慮
し
た

ア
ク
セ
ス
等
の
実
情
を
考
慮
し
た

ア
ク
セ
ス
等
の
実
情
を
考
慮
し
た
圏
域
の
設
定

圏
域
の
設
定

圏
域
の
設
定

圏
域
の
設
定

災
害
に
備
え
た
対
応
の
充
実

災
害
に
備
え
た
対
応
の
充
実

災
害
に
備
え
た
対
応
の
充
実

災
害
に
備
え
た
対
応
の
充
実

小
児
医
療
の
体
制

○
日
本
小
児
科
学
会
の
提
言
も
踏
ま
え
、
小
児
中
核
病
院
、
地
域
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
の
ど
ち
ら
も
存
在
し
な
い
圏
域
で
は
、
「
小
児
地
域
支
援
病

院
（
仮
称
）
」
を
設
定
し
、
拠
点
と
な
る
医
療
機
関
等
と
連
携
し
つ
つ
、
地
域
に
必
要
な
入
院
診
療
を
含
む
小
児
診
療
体
制
を
確
保
す
る
。

○
研
修
等
を
通
じ
て
地
域
で
活
躍
す
る
人
材
の
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
小
児
救
急
電
話
相
談
事
業
（
＃

8
0

0
0
）
の
普
及
等
を
進
め
る
。

【
概
要
】

小
児
中
核
病
院

小
児
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー

大
都
市
や
地
方
都

市
部
の
医
療
圏

小
児
科
学
会
に
よ
る
小
児
医
療
圏
：
3
0
0

3
0
0
3
0
0

3
0
0

小
児
中
核
病
院
も
し
く
は
地
域
小
児

医
療
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
医
療
圏
：
2
31
2
31
2
31
2
31

二次医療 三次医療

地
方
過
疎
部
の
医
療
圏

小
児
地
域
支
援

小
児
地
域
支
援

小
児
地
域
支
援

小
児
地
域
支
援
病
院

病
院
病
院

病
院
（
独
立
型
）

【
6
8
6
868
6
8
医
療
圏
、
8
0
病
院
】

（
小
児
中
核
病
院
、
地
域
小
児
医

療
セ
ン
タ
ー
が
な
い
医
療
圏
）

小
児
中
核
病
院
も
地
域
小
児
医

療
セ
ン
タ
ー
も
な
い
医
療
圏
：
6
9
6
969
6
9

小
児
中
核
病
院
、
地
域
小
児

医
療
セ
ン
タ
ー
、
小
児
地
域
支

援
病
院
の
す
べ
て
が
な
い
医

療
圏
（
東
京
都
島
し
ょ
）
：
111 1

一次医療

【
1
0
6
病
院
】

【
3
9
9
病
院
】

地
域
の
診
療
所
等

地
域

地
域
地
域

地
域
に
お
け
る
小
児
医
療
体
制
整
備
の

に
お
け
る
小
児
医
療
体
制
整
備
の

に
お
け
る
小
児
医
療
体
制
整
備
の

に
お
け
る
小
児
医
療
体
制
整
備
の
イ
メ
ー
ジ

イ
メ
ー
ジ

イ
メ
ー
ジ

イ
メ
ー
ジ

拠
点
と
な
る
医
療
機
関
が
存
在
し
な
い
地
域
で
は
、
そ
れ
に
準
じ
た
医
療
機
関
を
小
児
地
域

支
援
病
院
と
し
て
設
定
し
、
近
隣
圏
と
の
連
携
強
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
小
児
医
療
体

制
を
整
備
す
る
。
ま
た
、
中
核
病
院
や
地
域
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
と
小
児
科
か
か
り
つ
け
医
等
と

の
連
携
を
推
進
す
る
。

地
域
の
診
療
所
等

地
域
に
お
け
る
受
入
れ
体
制
を
構
築
す
る

た
め
の
人
材
の
育
成
や
、
地
域
住
民
の
小
児

医
療
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
取
組
み
を

進
め
る
。

地
域
の
連
携
体
制

地
域
か
か
り
つ
け
医

地
域
か
か
り
つ
け
医

地
域
か
か
り
つ
け
医

地
域
か
か
り
つ
け
医

小
児
救
急
病
院

小
児
救
急
病
院

小
児
救
急
病
院

小
児
救
急
病
院

1
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地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体
制
の
整
備

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体
制
の
整
備

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体
制
の
整
備

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体
制
の
整
備

人
材
育
成

人
材
育
成

人
材
育
成

人
材
育
成
と
住
民
へ
の
情
報
発
信
の
推
進

と
住
民
へ
の
情
報
発
信
の
推
進

と
住
民
へ
の
情
報
発
信
の
推
進

と
住
民
へ
の
情
報
発
信
の
推
進



（
効
果
的
な
施
策
の
推
進
）

在
宅
医
療
の
体
制

【
概
要
】

（
効
果
的
な
施
策
の
推
進
）

○
地
域
医
療
構
想
や
介
護
保
険
事
業
計
画
と
整
合
性
の
と
れ
た
、
実
効
的
な
整
備
目
標
を
設
定
し
、
在
宅
医
療
の
提
供
体
制
を
着
実
に
整
備
す
る
。

○
多
様
な
職
種
・
事
業
者
を
想
定
し
た
取
組
み
、
市
町
村
が
担
う
地
域
支
援
事
業
と
連
携
し
た
取
組
み
な
ど
、
よ
り
効
果
的
な
施
策
を
実
施
す
る
。

○
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て

補
完
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県

都
道
府
県

都
道
府
県

都
道
府
県
ややや や
市
町
村

市
町
村

市
町
村

市
町
村
の
医
療
・
介

の
医
療
・
介

の
医
療
・
介

の
医
療
・
介

護
担
当
者
等
の

護
担
当
者
等
の

護
担
当
者
等
の

護
担
当
者
等
の
関
係
者

関
係
者

関
係
者

関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を

に
よ
る
協
議
の
場
を

に
よ
る
協
議
の
場
を

に
よ
る
協
議
の
場
を
設
置

設
置
設
置

設
置
し
、
介
護
保

険
事
業
計
画
等
に
お
け
る
整
備
目
標
と
整
合
的
な
目
標
を
検
討
。

※
例
え
ば
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す

る
計
画
や
療
養
病
床
の
動
向
な
ど
在
宅
医
療
の
提
供
体
制
を
考
え

る
上
で
地
域
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
事
項
や
、
協
議
の
進
め
方
に

つ
い
て
、
今
後
、
国
に
お
い
て
整
理
し
、
都
道
府
県
に
示
し
て
い
く
。

実
効
的
な
整
備
目
標
の
設
定

実
効
的
な
整
備
目
標
の
設
定

実
効
的
な
整
備
目
標
の
設
定

実
効
的
な
整
備
目
標
の
設
定

多
様
な
職
種
・
事
業
者
を
想
定
し
た
取
組

多
様
な
職
種
・
事
業
者
を
想
定
し
た
取
組

多
様
な
職
種
・
事
業
者
を
想
定
し
た
取
組

多
様
な
職
種
・
事
業
者
を
想
定
し
た
取
組

○
在
宅
医
療
の
提
供
者
側
に
対
す
る
施
策
に
偏
重
し
な
い
よ
う
、
多
様

な
職
種
・
事
業
者
が
参
加
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
施
策
を
実
施
。

（
例
）
・
地
域
住
民
に
対
す
る
普
及
啓
発

・
入
院
医
療
機
関
に
対
し
在
宅
医
療
で
対
応
可
能
な
患
者
像
や
療
養
環
境
に

つ
い
て
の
研
修

・
入
院
医
療
機
関
と
、
か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関
や
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
等

と
の
入
退
院
時
に
お
け
る
情
報
共
有
の
た
め
の
連
携
ル
ー
ル
等
の
策
定
等

地
域
支
援
事
業
と
連
携
し
た
取
組

地
域
支
援
事
業
と
連
携
し
た
取
組

地
域
支
援
事
業
と
連
携
し
た
取
組

地
域
支
援
事
業
と
連
携
し
た
取
組

○
医
師
会
等
と
連
携
し
、
ま
た
保
健
所
を
活
用
し
な
が
ら
、
地
域
支
援
事

業
の
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業
を
担
う
市
町
村
を
支
援
。

特
に
、
以
下
の
よ
う
な
医
療
に
係
る
専
門
的
・
技
術
的
な
対
応
が
必
要

な
取
組
は
、
重
点
的
に
対
応
。

（
ウ
）
切
れ
目
の
な
い
在
宅
医
療
と
在
宅
介
護
の
提
供
体
制
の
構
築

（
オ
）
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
相
談
支
援

（
ク
）
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す
る
関
係
市
区
町
村
の
連
携

居
宅
介
護

支
援
事
業
所

か
か
り
つ
け
医

在
宅
医
療
の
研
修

市
町
村

市
町
村

市
町
村

市
町
村

協
議
の
場

協
議
の
場

協
議
の
場

協
議
の
場

・
医
療
計
画

・
市
町
村
介
護
保
険
事
業

計
画

都
道
府
県

都
道
府
県

都
道
府
県

都
道
府
県

入
退
院
時
の
患
者
情
報
の
共
有
ル
ー
ル
策
定

入
院
医
療
機
関

両
計
画
で
整
合
的
な
目
標
を
検
討

1
7

進
捗
状
況
に
応
じ
て
数
値
目
標
の
再
設
定

及
び
施
策
の
見
直
し

【
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
】

指
標
の
見
直
し
に
つ
い
て

4
 課
題

課
題
課
題

課
題
の
抽
出

の
抽
出

の
抽
出

の
抽
出

1
 現
状
の
把
握

3
連
携
の
検
討

5
数
値
目
標

6
施
策

施
策
施
策

施
策

7
評
価

8
 公
表

公
表
公
表

公
表

2
 圏
域
の
設
定

【
施
策
】

【
施
策
】

【
評
価
】

【
評
価
】

指
標
に
よ
る
現
状
把
握
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
課
題
に
対
応
す
る
形
で
、
事
後
に
定
量
的
な
比
較
評
価
を

行
え
る
よ
う
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
数
値
目
標
を
設
定

数
値
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要

な
施
策
の
立
案
及
び
実
施

数
値
目
標
の
達
成
状
況
、
施
策
の
進

捗
状
況
の
評
価

C

D
P

【
指
標
に
よ
る
現
状
把
握
】
※
指
標
は
現
状
把
握
に
用
い
る
も
の
で
あ
り
、
数
値
目
標
と
は
異
な
る

【
課
題
の
抽
出
】

【
改
善
】

【
改
善
】

【
数
値
目
標
】

○
指
標
を
達
成
す
る
際
の
行
動
主
体
が
わ
か
り
に
く
い
た
め
、
明
確
に
示
す
べ
き

○
指
標
の
う
ち
、
意
義
が
低
い
と
さ
れ
た
指
標
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
を
検
討
し
、
位
置
づ
け
の
見
直
し
を
検
討
す
べ
き

○
必
ず
記
載
す
べ
き
内
容
、
示
す
べ
き
指
標
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
算
出
方
法
も
含
め
て
示
す
べ
き

○
現
在
の
指
標
例
以
外
に
も
有
効
と
考
え
ら
れ
る
指
標
や
不
足
し
て
い
る
指
標
が
な
い
か
検
討
す
べ
き

○
医
療
計
画
の
実
効
性
を
よ
り
一
層
高
め
る
た
め
、
政
策
循
環
の
仕
組
み
を
強
化
す
る

政
策
循
環
の
仕
組
み
を
強
化
す
る

政
策
循
環
の
仕
組
み
を
強
化
す
る

政
策
循
環
の
仕
組
み
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
共
通
の
指
標
に
よ
る
現
状
把
握
に
よ
り
、
都
道

府
県
ご
と
、
二
次
医
療
圏
ご
と
の
医
療
提
供
体
制
を
客
観
的
に
比
較
可
能
な
も
の
と
す
る

客
観
的
に
比
較
可
能
な
も
の
と
す
る

客
観
的
に
比
較
可
能
な
も
の
と
す
る

客
観
的
に
比
較
可
能
な
も
の
と
す
る
。

A

検
討
会
に
お
け
る
意
見

検
討
会
に
お
け
る
意
見

検
討
会
に
お
け
る
意
見

検
討
会
に
お
け
る
意
見

見
直
し
の

見
直
し
の

見
直
し
の

見
直
し
の
方
向
性

方
向
性

方
向
性

方
向
性

現
状
の
「
構
築
の
具
体
的
な
手
順
」

現
状
の
「
構
築
の
具
体
的
な
手
順
」

現
状
の
「
構
築
の
具
体
的
な
手
順
」

現
状
の
「
構
築
の
具
体
的
な
手
順
」

1
8



３
．
地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
で
の
議
論
の
進
め
方
の
手
順
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
整
理
す
る
。

1
9

将
来

の
体

の
拧

の
た

の
の

有
（
ア
）

（
ア
）

（
ア
）

（
ア
）
構
想
区
域
に
お
け
る
医
療
機
関
の
役
割
の
明
確
化

構
想
区
域
に
お
け
る
医
療
機
関
の
役
割
の
明
確
化

構
想
区
域
に
お
け
る
医
療
機
関
の
役
割
の
明
確
化

構
想
区
域
に
お
け
る
医
療
機
関
の
役
割
の
明
確
化

①
以
下
の
各
医
療
機
関
が
担
う
医
療
機
能
等
を
踏
ま
え
、
地
域

医
療
構
想
調
整
会
議
で
検
討
し
、
役
割
を
明
確
化

・
構
想
区
域
の
救
急
医
療
や
災
害
医
療
等
の
中
心
的
な
医
療
機

関
が
担
う
医
療
機
能

・
公
的
医
療
機
関
等
及
び
国
立
病
院
機
構
の
各
医
療
機
関
が
担

う
医
療
機
能

・
地
域
医
療
支
援
病
院
及
び
特
定
機
能
病
院
が
担
う
医
療
機
能

②
上
記
以
外
の
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
医
療
機
関
が

担
わ
な
い
機
能
や
、
上
記
の
医
療
機
関
と
の
連
携
等
を
踏
ま
え
、

役
割
を
明
確
化

（
イ
）

（
イ
）

（
イ
）

（
イ
）
病
床
機
能
を
転
換
す
る
予
定
の
医
療
機
関
の
役
割
の
確
認

病
床
機
能
を
転
換
す
る
予
定
の
医
療
機
関
の
役
割
の
確
認

病
床
機
能
を
転
換
す
る
予
定
の
医
療
機
関
の
役
割
の
確
認

病
床
機
能
を
転
換
す
る
予
定
の
医
療
機
関
の
役
割
の
確
認

○
将
来
に
病
床
機
能
の
転
換
を
予
定
し
て
い
る
医
療
機
関
に
つ

い
て
は
、
そ
の
転
換
の
内
容
が
地
域
医
療
構
想
の
方
向
性
と
整

合
性
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
確
認

新
、

を
機

等
の

○
今
後
、
高
齢
化
が
急
速
に
進
み
、
医
療
需
要
の
増
加
が
見
込
ま

れ
る
地
域
に
お
い
て
、
増
床
等
の
整
備
を
行
う
場
合
に
お
い
て
も
、

共
有
し
た
方
向
性
を
踏
ま
え
、
地
域
に
お
い
て
必
要
と
な
る
医
療

機
能
を
担
う
こ
と
を
要
請

○
新
規
参
入
し
て
く
る
医
療
機
関
に
対
し
て
は
、
病
床
の
開
設
の
許

可
を
待
た
ず
、
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
へ
の
出
席
を
求
め
、
地

域
に
お
い
て
必
要
と
な
る
医
療
機
能
等
に
つ
い
て
、
理
解
を
深
め

て
も
ら
う
よ
う
努
め
る地

域
の

発
○
共
有
し
た
方
向
性
を
踏
ま
え
、
今
後
の
地
域
に
お
け
る
医
療
提

供
体
制
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け

分
か
り
や
す
く
周
知
し
、
地
域
住
民
の
理
解
を
深
め
る

○
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
で
行
わ
れ
て
い
る
議
論
に
つ
い
て
、

議
事
の
内
容
等
の
情
報
を
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
通
じ
て
提
供

地
域

地
域
地
域

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
で
の
議
論
の
進
め
方

医
療
構
想
調
整
会
議
で
の
議
論
の
進
め
方

医
療
構
想
調
整
会
議
で
の
議
論
の
進
め
方

医
療
構
想
調
整
会
議
で
の
議
論
の
進
め
方

４
．
医
療
・
介
護
連
携
に
つ
い
て

○
地
域
医
療
構
想
に
よ
る
慢
性
期
・在
宅
医
療
等
の
需
要
推
計
を
踏
ま
え
、
以
下
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
記
載
す
る
。

①
地
域
の
医
療
機
関
で
対
応
す
べ
き
在
宅
医
療
の
ニ
ー
ズ

②
目
標
と
す
る
提
供
体
制

※
②
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は

・
在
宅
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
一
部
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
相
互
に
補
完
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と

・
現
状
の
介
護
保
険
施
設
等
の
整
備
状
況
は
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
異
な
る
こ
と

を
考
慮
し
、
都
道
府
県
や
市
町
村
の
医
療
・
介
護
担
当
者
等
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場

都
道
府
県
や
市
町
村
の
医
療
・
介
護
担
当
者
等
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場

都
道
府
県
や
市
町
村
の
医
療
・
介
護
担
当
者
等
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場

都
道
府
県
や
市
町
村
の
医
療
・
介
護
担
当
者
等
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を
設
置
し
検
討
す
る
。

○
以
下
の
よ
う
な
指
標
を
充
実
さ
せ
て
い
く
。

・
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
実
績
に
着
目
し
た
指
標

・
医
療
・
介
護
の
連
携
体
制
に
つ
い
て
把
握
す
る
た
め
の
指
標

・
高
齢
者
以
外
の
小
児
や
成
人
に
係
る
在
宅
医
療
の
体
制
に
つ
い
て
把
握
す
る
た
め
の
指
標

・
看
取
り
に
至
る
過
程
を
把
握
す
る
た
め
の
指
標

○
在
宅
医
療
に
か
か
る
圏
域
の
設
定
と
、
課
題
の
把
握
を
徹
底
す
る
。

○
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
、
多
様
な
職
種
・
事
業
者
が
参
加
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
施
策
を
進
め
る
。

・
入
院
医
療
機
関
に
対
し
在
宅
医
療
で
対
応
可
能
な
患
者
像
や
療
養
環
境
に
つ
い
て
の
研
修

・
入
院
医
療
機
関
と
、
か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関
や
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
等
と
の
入
退
院
時
に
お
け
る

情
報
共
有
の
た
め
連
携
ル
ー
ル
等
の
策
定

○
地
域
支
援
事
業
の
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
事
業
を
担
う
市
町
村
に
対
し
必
要
な
支
援
を
行
う
。

2
0

目
標
設
定
に
つ
い
て

目
標
設
定
に
つ
い
て

目
標
設
定
に
つ
い
て

目
標
設
定
に
つ
い
て

指
標

指
標
指
標

指
標
に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て

施
策
に
つ
い
て

施
策
に
つ
い
て

施
策
に
つ
い
て

施
策
に
つ
い
て



市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画

国国国 国
都
道
府
県
医
療
計
画

都
道
府
県
医
療
計
画

都
道
府
県
医
療
計
画

都
道
府
県
医
療
計
画

2
8
年

1
2
月

2
9
年

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

3
0
年

1
月

2
月

3
月

第
７
次
医
療
計
画
・
第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ

第第第 第
7
期
介
護
保
険
事
業
計
画
ス
タ
ー
ト

期
介
護
保
険
事
業
計
画
ス
タ
ー
ト

期
介
護
保
険
事
業
計
画
ス
タ
ー
ト

期
介
護
保
険
事
業
計
画
ス
タ
ー
ト

・
介
護
保
険
事
業
計
画
を
議
会
に
報
告

・
介
護
保
険
条
例
の
改
正

基
本
指
針
案
の
提
示

計
画
策
定
の
た
め
の
準
備
作
業

・
基
礎
デ
ー
タ
の
収
集

・
実
態
調
査
、
ニ
ー
ズ
調
査

・
こ
れ
ま
で
の
施
策
の
整
理

・
課
題
の
検
討
等

策
定
指
針
の
通
知

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

医
療
審
議
会
へ
諮
問

第
7
期
計
画
策
定
に
関
す
る
基
本
的
考

え
方
、
在
宅
介
護
実
態
調
査
の
分
析
手

法
の
提
示

・
二
次
医
療
圏
の
設
定

・
基
準
病
床
の
設
定

・
5
疾
病
・

5
事
業
及
び
在
宅
医
療
の

課
題
、
目
標
、
施
策
の
検
討

等

第第第 第
7
次
医
療
計
画
ス
タ
ー
ト

次
医
療
計
画
ス
タ
ー
ト

次
医
療
計
画
ス
タ
ー
ト

次
医
療
計
画
ス
タ
ー
ト

協
議
の
場

協
議
の
場

協
議
の
場

協
議
の
場

・
対
応
す
べ
き
需
要
に
つ
い
て

・
整
備
目
標
・
見
込
み
量
の
在
り
方

に
つ
い
て

（
達
成
状
況
の
評
価
に
つ
い
て
）

総
合
確
保
方
針
の
告
示

計
画
策
定
の
た
め
の
準
備
作
業

・
基
礎
デ
ー
タ
の
収
集

・
実
態
調
査
、
ニ
ー
ズ
調
査

・
こ
れ
ま
で
の
施
策
の
整
理

・
課
題
の
検
討
等

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

・
サ
ー
ビ
ス
見
込
み
量
の
設
定

・
保
険
料
の
仮
設
定

等

2
1

療
養
病
床

療
養
病
床

療
養
病
床

療
養
病
床

一
般
病
床

一
般
病
床

一
般
病
床

一
般
病
床

都
道
府
県
間
の
患
者
流
出
入
を
見
込
む
場
合

都
道
府
県
間
の
患
者
流
出
入
を
見
込
む
場
合

都
道
府
県
間
の
患
者
流
出
入
を
見
込
む
場
合

都
道
府
県
間
の
患
者
流
出
入
を
見
込
む
場
合

流
出
先
又
は
流
入
元
の
都
道
府
県
と
協
議
を
行
い
定
め
た
数

平
均
在
院
日
数

平
均
在
院
日
数

平
均
在
院
日
数

平
均
在
院
日
数

性
別
･年
齢

性
別
･年
齢

性
別
･年
齢

性
別
･年
齢

階
級
別
人
口

階
級
別
人
口

階
級
別
人
口

階
級
別
人
口

×
性
別
･年
齢
階
級
別

性
別
･年
齢
階
級
別

性
別
･年
齢
階
級
別

性
別
･年
齢
階
級
別

一
般
病
床
退
院
率

一
般
病
床
退
院
率

一
般
病
床
退
院
率

一
般
病
床
退
院
率

＋
流
入

流
入
流
入

流
入

入
院
患
者
数

入
院
患
者
数

入
院
患
者
数

入
院
患
者
数

流
出

流
出
流
出

流
出

入
院
患
者
数

入
院
患
者
数

入
院
患
者
数

入
院
患
者
数

－
×病
床
利
用
率

病
床
利
用
率

病
床
利
用
率

病
床
利
用
率

在
宅
医
療
等

在
宅
医
療
等

在
宅
医
療
等

在
宅
医
療
等

対
応
可
能
数

対
応
可
能
数

対
応
可
能
数

対
応
可
能
数

性
別
･年
齢

性
別
･年
齢

性
別
･年
齢

性
別
･年
齢

階
級
別
人
口

階
級
別
人
口

階
級
別
人
口

階
級
別
人
口

×
＋

流
入

流
入
流
入

流
入

入
院
患
者
数

入
院
患
者
数

入
院
患
者
数

入
院
患
者
数

流
出

流
出
流
出

流
出

入
院
患
者
数

入
院
患
者
数

入
院
患
者
数

入
院
患
者
数

－

病
床
利
用
率

病
床
利
用
率

病
床
利
用
率

病
床
利
用
率

性
別
･年
齢
階
級
別

性
別
･年
齢
階
級
別

性
別
･年
齢
階
級
別

性
別
･年
齢
階
級
別

療
養
病
床
入
院
受
療
率

療
養
病
床
入
院
受
療
率

療
養
病
床
入
院
受
療
率

療
養
病
床
入
院
受
療
率

－

①
病
床
利
用
率
は
、
一
般

7
6
％
、
療
養

9
0
％
を
下
限
値
と
し
て
設
定

②
平
均
在
院
日
数
は
、
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
経
年
変
化
率
を
踏
ま
え
た
日
数
を
設
定

③
入
院
入
所
需
要
率
か
ら
、
療
養
病
床
入
院
受
療
率
へ
見
直
し

④
介
護
施
設
対
応
可
能
数
か
ら
、
在
宅
医
療
等
対
応
可
能
数
に
見
直
し

⑤
流
出
超
過
加
算
か
ら
、
都
道
府
県
間
で
調
整
を
行
い
定
め
る
数
へ
変
更

2
2

５
．
基
準
病
床
数
に
つ
い
て

④④④ ④

②②② ②

①①① ①①①① ①

⑤⑤⑤ ⑤

③③③ ③



今
後
の
医
療
計
画
の
見
直
し
等
に
関
す
る
検
討
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
案
）

平
成

平
成
平
成

平
成

2
8
2
8
2
8
2
8
年
度

年
度
年
度

年
度

平
成

平
成
平
成

平
成

3
0
3
0
3
0
3
0
年
度

年
度
年
度

年
度

平
成

平
成
平
成

平
成

2
9
2
9
2
9
2
9
年
度

年
度
年
度

年
度

2
3

脳
卒
中
、
心
臓
病
そ
の

他
の
循
環
器
病
に
係
る

診
療
提
供
体
制
の
在
り

方
に
関
す
る
検
討
会

平
成

平
成
平
成

平
成

3
2
3
2
3
2
3
2
年
度

年
度
年
度

年
度

平
成

平
成
平
成

平
成

3
1
3
1
3
1
3
1
年
度

年
度
年
度

年
度

平
成

平
成
平
成

平
成

3
3
3
3
3
3
3
3
年
度

年
度
年
度

年
度

第
７
次
医
療
計
画

第
７
期
介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画
第

８
期

介
護
保

険
事

業
(
支

援
)計

画

医療計画

検討会

地域医療

構想ＷＧ

関連する

検討会等

中間見直しに

反映が必要な

事項を整理

○
５
疾
病
・
５
事
業
及
び
在
宅
医
療

○
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
を
推
進
す
る
た
め
の
指
標

○
医
療
・
介
護
の
連
携
の
推
進
に
向
け
た
対
応

○
第
７
次
医
療
計
画
策
定
後
の
課
題

等
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討

○
５
疾
病
・
５
事
業
及
び
在
宅
医
療
に
係
る
検
討
会

○
そ
の
他
関
連
す
る
検
討
会

等
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
内
容
に
つ
き
、
必
要
に
応
じ
て
親
会
で
検
討

～～～ ～
第
６
次
医
療
計
画

第
６
期
介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画

都道府県に

おいて必要な

中間見直しを

実施

（
中
間
見
直
し
）

○
在
宅
医
療
の
整
備
の
進
捗
状
況

○
医
療
・
介
護
の
体
制
整
備
に
関
す
る
課
題

等
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
て
検
討

在宅及び医療・

介護連携ＷＧ

第
1
0

回
医

計
画

の
直

し
等

に
関

す
る

検
討

会
平

成
２

９
３

月
８

日
４

○
地
域
医
療
構
想
の
進
捗
管
理

○
病
床
機
能
報
告
制
度
の
改
善

○
医
療
機
能
の
分
化
と
連
携
を
進
め
る
施
策

等
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討

２
地
域
医
療
構
想
の
推
進
に
向
け
て

2
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都道府県 ○
「
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
」
に
よ
り
、
平
成
２
７
年
４
月
よ
り
、
都
道
府
県
が
「地
域
医
療
構
想
」
を
策
定
。
平
成
２
８
年
度

中
に
全
都
道
府
県
で
策
定
済
み
。

※
「
地
域
医
療
構
想
」は
、
二
次
医
療
圏
単
位
で
の
策
定
が
原
則
。

○
「
地
域
医
療
構
想
」
は
、
２
０
２
５
年
に
向
け
、
病
床
の
機
能
分
化
・連
携
を
進
め
る
た
め
に
、
医
療
機
能
ご
と
に
２
０
２
５
年
の

医
療
需
要
と
病
床
の
必
要
量
を
推
計
し
、
定
め
る
も
の
。

○
都
道
府
県
が
「
地
域
医
療
構
想
」
の
策
定
を
開
始
す
る
に
当
た
り
、
厚
生
労
働
省
で
推
計
方
法
を
含
む
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
作

成
。
平
成
２
７
年
３
月
に
発
出
。

医
療
機
能
の
報
告
等
を
活
用
し
、
「
地
域
医
療
構
想
」
を

策
定
し
、
更
な
る
機
能
分
化
を
推
進

（
「
地
域
医
療
構
想
」
の
内
容
）

１
．
２
０
２
５
年
の
医
療

１
．
２
０
２
５
年
の
医
療

１
．
２
０
２
５
年
の
医
療

１
．
２
０
２
５
年
の
医
療
需
要
と
病
床
の
必
要
量

需
要
と
病
床
の
必
要
量

需
要
と
病
床
の
必
要
量

需
要
と
病
床
の
必
要
量

・
高
度
急
性
期
・
急
性
期
・
回
復
期
・
慢
性
期
の
４
機
能
ご
と
に
医
療

需
要
と
病
床
の
必
要
量
を
推
計

・
在
宅
医
療
等
の
医
療
需
要
を
推
計

・
都
道
府
県
内
の
構
想
区
域
（
二
次
医
療
圏
が
基
本
）単
位
で
推
計

２
．
２
．
２
．
２
．
目
指
す
べ
き
医
療
提
供
体
制
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策

目
指
す
べ
き
医
療
提
供
体
制
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策

目
指
す
べ
き
医
療
提
供
体
制
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策

目
指
す
べ
き
医
療
提
供
体
制
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策

例
）
医
療
機
能
の
分
化
・
連
携
を
進
め
る
た
め
の
施
設
設
備
、

在
宅
医
療
等
の
充
実
、
医
療
従
事
者
の
確
保
・
養
成
等

地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て

地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て

地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て

地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て

（
機
能
が

見
え
に
く
い
）

医
療
機
能

を
自
主
的
に

選
択

医療機関

（
B
病
棟
）

急
性
期
機
能

（
D
病
棟
）

慢
性
期
機
能

（
C
病
棟
）

回
復
期
機
能

（
A
病
棟
）

高
度
急
性
期
機
能

○
機
能
分
化
・
連
携
に
つ
い
て
は
、
「
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
」

で
議
論
・
調
整
。

医
療
機
能
の
現
状
と
今
後
の

方
向
を
報
告
（
毎
年
１
０
月
）

病
床
機
能
報
告

2
5

地
域
医
療
構
想
の
策
定
時
期
に
つ
い
て

地
域
医
療
構
想
の
策
定
時
期
に
つ
い
て

地
域
医
療
構
想
の
策
定
時
期
に
つ
い
て

地
域
医
療
構
想
の
策
定
時
期
に
つ
い
て

1
2

1
6

2
0

3
9

1
2

4

4

1
9

8

平
成

2
8
年
１
～
３
月

平
成

2
8
年
４
～
６
月

平
成

2
8
年
７
～
９
月

平
成

2
8
年

1
0
～

1
2
月

平
成

2
9
年
１
～
３
月

青
森
、
岩
手
、
栃
木
、

千
葉
、
静
岡
、
滋
賀
、

大
阪
、
奈
良
、
岡
山
、

広
島
、
愛
媛
、
佐
賀

福
井
、
山
梨
、

和
歌
山
、
大
分

北
海
道
、
宮
城
、
秋
田
、
福
島
、
茨
城
、

群
馬
、
埼
玉
、
神
奈
川
、
石
川
、
愛
知
、
兵
庫
、

鳥
取
、
島
根
、
徳
島
、
香
川
、
高
知
、
長
崎
、

宮
崎
、
鹿
児
島

新
潟
、
富
山
、
長
野
、

三
重
、
京
都
、
福
岡
、

熊
本
、
沖
縄

山
形
、
東
京
、

岐
阜
、
山
口

○
平
成
2
7
年
４
月
よ
り
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
地
域
医
療
構
想
の
策
定
を
開
始
し
、
平
成
28
年
度
末
ま
で
に
全
て
の
都
道
府

県
で
策
定
を
完
了
。

2
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地
域
医
療
構
想
の
実
現
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て

１
．
１
．
１
．
１
．
ま
ず
、

ま
ず
、

ま
ず
、

ま
ず
、
医
療
機
関
が
「
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
」
で
協
議

医
療
機
関
が
「
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
」
で
協
議

医
療
機
関
が
「
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
」
で
協
議

医
療
機
関
が
「
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
」
で
協
議
を
行
い
、
機
能
分
化
・
連
携
を
進
め
る
。

を
行
い
、
機
能
分
化
・
連
携
を
進
め
る
。

を
行
い
、
機
能
分
化
・
連
携
を
進
め
る
。

を
行
い
、
機
能
分
化
・
連
携
を
進
め
る
。

都
道
府
県

都
道
府
県

都
道
府
県

都
道
府
県
ははは は
、、、 、
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
を
活
用
。

地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
を
活
用
。

地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
を
活
用
。

地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
を
活
用
。

２
．
２
．
２
．
２
．
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
で
の
協
議
を
踏
ま
え
た

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
で
の
協
議
を
踏
ま
え
た

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
で
の
協
議
を
踏
ま
え
た

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
で
の
協
議
を
踏
ま
え
た
自
主
的

自
主
的

自
主
的

自
主
的
ななな な
取
組
だ
け

取
組
だ
け

取
組
だ
け

取
組
だ
け
で
は
、
機
能
分
化
・
連
携
が
進
ま
な
い

で
は
、
機
能
分
化
・
連
携
が
進
ま
な
い

で
は
、
機
能
分
化
・
連
携
が
進
ま
な
い

で
は
、
機
能
分
化
・
連
携
が
進
ま
な
い
場場場 場

合合合 合
に
は
、
医
療
法
に
定
め
ら
れ
た

に
は
、
医
療
法
に
定
め
ら
れ
た

に
は
、
医
療
法
に
定
め
ら
れ
た

に
は
、
医
療
法
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
知
事
の
役
割

都
道
府
県
知
事
の
役
割

都
道
府
県
知
事
の
役
割

都
道
府
県
知
事
の
役
割
を
適
切
に
発
揮
。

を
適
切
に
発
揮
。

を
適
切
に
発
揮
。

を
適
切
に
発
揮
。

STEP1   地
域

に
お

け
る

役
割

分
担

の
明

確
化

と
将

来
の

の
有

を
地

域
拧

整
会

議
で

議

個
々
の
病
院
の
再
編
に
向
け
、
各
都
道
府
県
で
の
「調
整
会

議
」
で
の
協
議
を
促
進
。

①
救
急
医
療
や
小
児
、
周
産
期
医
療
等
の
政
策
医
療
を
担

う
中
心
的
な
医
療
機
関
の
役
割
の
明
確
化
を
図
る

②
そ
の
他
の
医
療
機
関
に
つ
い
て
、
中
心
的
な
医
療
機
関

が
担
わ
な
い
機
能
や
、
中
心
的
な
医
療
機
関
と
の
連
携
等

を
踏
ま
え
た
役
割
の
明
確
化
を
図
る

STEP
地

域
合

確
に

よ
拶

都
道
府
県
は
、
「
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
」を
活
用

「
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
」を
活
用

「
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
」を
活
用

「
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
」を
活
用
し

て
、
医
療
機
関
の
機
能
分
化
・連
携
を
支
援
。

・
病
床
機
能
の
転
換
等
に
伴
う
施
設
整
備
・設
備
整
備
の
補

助
等
を
実
施
。

STEP３
都

道
府

県
事

に
よ

る
な

役
割

の
発

揮
都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
法
上
の
役
割
を
適
切
に
発
揮
し
、

都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
法
上
の
役
割
を
適
切
に
発
揮
し
、

都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
法
上
の
役
割
を
適
切
に
発
揮
し
、

都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
法
上
の
役
割
を
適
切
に
発
揮
し
、

機
能
分
化
・
連
携
を
推
進
。

機
能
分
化
・
連
携
を
推
進
。

機
能
分
化
・
連
携
を
推
進
。

機
能
分
化
・
連
携
を
推
進
。

【【【 【
医
療
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
都
道
府
県
の
権
限

医
療
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
都
道
府
県
の
権
限

医
療
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
都
道
府
県
の
権
限

医
療
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
都
道
府
県
の
権
限
】】】 】

①
地
域
で
既
に
過
剰

地
域
で
既
に
過
剰

地
域
で
既
に
過
剰

地
域
で
既
に
過
剰
に
な
っ
て
い
る
医
療
機
能
に
転
換
し

よ
う
と
す
る
医
療
機
関
に
対
し
て
、
転
換
の
中
止
の
要
請
・

転
換
の
中
止
の
要
請
・

転
換
の
中
止
の
要
請
・

転
換
の
中
止
の
要
請
・

勧
告

勧
告
勧
告

勧
告
（民
間
医
療
機
関
）及
び
命
令
（公
的
医
療
機
関
）

②
医
療
機
関
に
対
し
て
、
不
足
し
て
い
る
医
療
機
能
を
担
う

不
足
し
て
い
る
医
療
機
能
を
担
う

不
足
し
て
い
る
医
療
機
能
を
担
う

不
足
し
て
い
る
医
療
機
能
を
担
う

よ
う
、
要
請
・勧
告

よ
う
、
要
請
・勧
告

よ
う
、
要
請
・勧
告

よ
う
、
要
請
・勧
告
（民
間
医
療
機
関
）及
び
指
示
（公
的
医

療
機
関
）

③
新
規
開
設
の
医
療
機
関
に
対
し
て
、
地
域
医
療
構
想
の

達
成
に
資
す
る
条
件
を
付
け
て
許
可

④
稼
働
し
て
い
な
い
病
床
の
削
減
を
要
請
・勧
告
（
民
間
医

療
機
関
）
及
び
命
令
（
公
的
医
療
機
関
）

※
①
～
④
の
実
施
に
は
、
都
道
府
県
の
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
等

の
手
続
き
を
経
る
必
要
が
あ
る
。

※
勧
告
、
命
令
、
指
示
に
従
わ
な
い
医
療
機
関
に
は
、
医
療
機
関
名
の

公
表
や
地
域
医
療
支
援
病
院
の
承
認
の
取
消
し
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

将来の方向性を踏まえた、自主的な取組だけ

では、機能分化・連携が進まない場合

2
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3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

都道府県全体 都道府県全体 都道府県全体 都道府県全体 国国国 国

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
の
進
め
方
の
サ
イ
ク
ル
（
イ
メ
ー
ジ
）

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
の
進
め
方
の
サ
イ
ク
ル
（
イ
メ
ー
ジ
）

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
の
進
め
方
の
サ
イ
ク
ル
（
イ
メ
ー
ジ
）

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
の
進
め
方
の
サ
イ
ク
ル
（
イ
メ
ー
ジ
）

調整会議 調整会議 調整会議 調整会議

・
都
道
府
県
職
員
研
修
（
前
期
）

・
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
配
布
及
び
説
明
会

・
基
金
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ

・
都
道
府
県
職
員
研
修
（
中
期
）

・
地
域
医
療
構
想
の
取
組
状
況
の

把
握

・
都
道
府
県
職
員
研
修
（
後
期
）

・
病
床
機
能
報
告
の
実
施

（
平
成

2
9
年
度
に
つ
い
て
は
、
第
７

次
医
療
計
画
に
向
け
た
検
討
を

開
始
）

●
具
体
的

●
具
体
的

●
具
体
的

●
具
体
的
な
機
能
分
化
・
連
携
に

な
機
能
分
化
・
連
携
に

な
機
能
分
化
・
連
携
に

な
機
能
分
化
・
連
携
に

向
け
た

向
け
た

向
け
た

向
け
た
取
組
の

取
組
の

取
組
の

取
組
の
整
理
に

整
理
に

整
理
に

整
理
に
つ
い
て

つ
い
て

つ
い
て

つ
い
て

・
県
全
体
の
病
床
機
能
や
５
事
業

等
分
野
ご
と
の
不
足
状
況
を
明

示

●
病
床

●
病
床

●
病
床

●
病
床
機
能
報
告
や
医
療
計
画

機
能
報
告
や
医
療
計
画

機
能
報
告
や
医
療
計
画

機
能
報
告
や
医
療
計
画

デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
等
を
踏
ま
え
た
役
割

デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
等
を
踏
ま
え
た
役
割

デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
等
を
踏
ま
え
た
役
割

デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
等
を
踏
ま
え
た
役
割

分
担
に

分
担
に

分
担
に

分
担
に
つ
い
て
確
認

つ
い
て
確
認

つ
い
て
確
認

つ
い
て
確
認

・
不
足
す
る
医
療
機
能
の
確
認

・
各
医
療
機
関
の
役
割
の
明
確
化

・
各
医
療
機
関
の
病
床
機
能
報
告

や
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
の
活
用

●
機
能

●
機
能

●
機
能

●
機
能
・
事
業
等
ご
と

・
事
業
等
ご
と

・
事
業
等
ご
と

・
事
業
等
ご
と
の
不
足

の
不
足

の
不
足

の
不
足
ををを を

補
う
た
め
の
具
体
策
に
つ
い
て
の

補
う
た
め
の
具
体
策
に
つ
い
て
の

補
う
た
め
の
具
体
策
に
つ
い
て
の

補
う
た
め
の
具
体
策
に
つ
い
て
の

議
論

議
論
議
論

議
論

・
地
域
で
整
備
が
必
要
な
医
療
機

能
を
具
体
的
に
示
す

・
病
床
機
能
報
告
に
向
け
て
方
向

性
を
確
認

・
機
能
ご
と
に
具
体
的
な
医
療
機

関
名
を
挙
げ
た
う
え
で
、
機
能

分
化
・
連
携
若
し
く
は
転
換
に
つ

い
て
の
具
体
的
な
決
定

・
具
体
的
な
医
療
機
関
名
や
進
捗

評
価
の
た
め
の
指
標
、
次
年
度

の
基
金
の
活
用
等
を
含
む
と
り

ま
と
め
を
行
う

●
病
床
機
能
の
分
化
・
連
携
に
向
け
た
好
事
例
や
調
整
困
難
事
例
に
つ
い
て
収
集
・
整
理
（
国
に
お
い
て
全
国
状
況
を
整
理
）

●
地
域
住
民
・
市
区
町
村
・
医
療
機
関
等
に

地
域
住
民
・
市
区
町
村
・
医
療
機
関
等
に

地
域
住
民
・
市
区
町
村
・
医
療
機
関
等
に

地
域
住
民
・
市
区
町
村
・
医
療
機
関
等
に
対
す
る
情
報
提
供

対
す
る
情
報
提
供

対
す
る
情
報
提
供

対
す
る
情
報
提
供
（
議
事
録
の
公
開
、
説
明
会
等
）

１１１ １
回
目

回
目
回
目

回
目

２
回
目

２
回
目

２
回
目

２
回
目

３
回
目

３
回
目

３
回
目

３
回
目

４
回
目

４
回
目

４
回
目

４
回
目

全
て
の
都

道
府
県
で

構
想
策
定

完
了
予
定

：
国
か
ら
都
道
府
県
へ
進
捗
確
認

○
次
の
よ
う
な
年
間
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
毎
年
繰
り
返
す
こ
と
で
、
地
域
医
療
構
想
の
達
成
を
目
指
す
。

2
8



【
医

計
画

の
直

し
等

に
関

す
る

勪
の

と
り

と
め

り
】

＜
地

域
医

構
想

調
整

会
議

の
役

割
を

た
議

す
る

内
及

び
進

め
方

の
整

＞
１

医
機

能
の

役
割

担
に

つ
い

て
ア

構
想

区
域

に
お

け
る

勵
の

医
提

供
体

勧
を

構
し

て
い

く
た

め
の

方
向

性
の

共
有

（
ア

）
構

想
区

域
に

お
け

る
医

機
関

の
役

割
の

化
○

勵
の

医
提

供
体

勧
を

構
し

て
い

く
た

め
の

方
向

性
を

共
有

す
る

た
め

、
当

該
構

想
区

域
に

お
け

る
医

機
関

で
あ

っ
て

、
地

域
に

お
け

る
救

急
医

や
医

等
を

担
う

医
機

関
が

、
ど

の
う

な
役

割
を

担
う

か
に

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
そ

の
際

に
、

次
の

医
機

関
が

担
う

医
機

能
等

を
、

地
域

医
構

想
調

整
会

議
で

検
討

を
進

め
る

こ
と

。
・

構
想

区
域

の
救

急
医

や
医

等
の

中
的

な
医

機
関

が
担

う
医

機
能

・
公

的
医

機
関

等
及

び
国

病
院

機
構

の
医

機
関

が
担

う
医

機
能

（
公

病
院

の
担

う
医

機
能

に
つ

い
て

は
、

新
公

病
院

改
革

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
基

づ
き

検
討

す
る

こ
と

）
・

地
域

医
拶

病
院

及
び

特
定

機
能

病
院

が
担

う
医

機
能

等 地
域

拧
整

会
議

で
の

議
の

に
つ

い
て

2
9

【
新

公
病

院
改

革
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
り

】
第

１
な

る
公

病
院

改
革

の
必

要
性

３
公

病
院

改
革

の
基

的
な

方
後

の
公

病
院

改
革

の
目

す
と

こ
は

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
と

大
き

く
る

も
の

で
は

な
い

。
す

な
ち

、
公

病
院

改
革

の
の

目
的

は
、

公
・

の
な

役
割

担
の

、
地

域
に

い
て

必
要

な
医

提
供

体
勧

の
を

り
、

そ
の

中
で

公
病

院
が

安
定

し
た

経
の

で
へ

き
地

医
・

勘
算

医
や

・
進

医
等

を
提

供
す

る
要

な
役

割
を

勸
的

に
担

っ
て

い
く

こ
と

が
で

き
る

う
に

す
る

こ
と

に
あ

る
。

（
中

）
し

た
が

っ
て

、
後

の
公

病
院

改
革

は
、

医
に

基
づ

く
地

域
拧

の
に

取
と

整
合

に
る

が
あ

る
。

第
２

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

新
改

革
プ

ラ
ン

の
策

定
１

新
改

革
プ

ラ
ン

の
策

定
期

（
中

）
な

お
、

新
改

革
プ

ラ
ン

は
、

地
域

医
構

想
と

整
合

的
で

あ
る

こ
と

が
め

ら
れ

て
い

る
も

の
で

あ
る

が
、

仮
に

、
新

改
革

プ
ラ

ン
策

定
後

に
、

地
域

拧
の

成
を

す
る

た
に

者
と

の
議

の
場

（
地

域
拧

整
会

議
と

い
）

の
合

意
事

項
と

齟
齬

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
速

や
か

に
新

改
革

プ
ラ

ン
を

修
正

す
べ

き
で

あ
る

。

新
病

院
改

革
イ

ラ
イ

ン
と

地
域

拧

3
0



に
定

る
地

域
拧

整
会

議
の

開
催

新
た

な
中

核
病

院
の

整
備

に
よ

る
自

治
体

病
院

等
機

能
再

編
成

の
イ

メ
ー

ジ

・
国

病
院

機
構

病
院

(342床
)

・
病

院
(250床

)

統
合

し
、

新
た

な
中

核
病

院
（

440
450床

）
を

整
備

地
域
医
療
構
想
の
記
載
内
容
（
病
床
機
能
の
分
化
・
連
携
の
推
進

)

�
構
想
区
域
内
に
お
け
る
医
療
機
関
の
役
割
分
担
の
明
確
化
、
連
携
体
制
の
強
化
に
よ
る
、
効
率
的
・
効
果
的
な
医
療
提
供
体
制
を
構
築

�
自
治
体
病
院
等
の
機
能
再
編
成
を
推
進

・
病

院
(257床

)
・

大
鰐

病
院

(60床
) 

・
中

央
病

院
(87床

)
・

そ
の

他
の

中
小

病
院

病
床

規
模

の
縮

小
や

回
期

・
慢

性
期

機
能

へ
転

換

調
整
会
議
（
津
軽
構
想
区
域
）
で
の
議
論

�
新
た
な
中
核
病
院
の
整
備
に
よ
る
医
療
資
源
の
集
約
を
通
じ
て
、
救
急
医
療
体
制
の
確
保
と
充
実
、
急
性
期
医
療
、
専
門
医
療
の
対
応
力
向
上

�
そ
の
他
の
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
病
床
稼
働
率
等
の
状
況
を
踏
ま
え
た
、
病
床
規
模
の
見
直
し
及
び
回
復
期
・
慢
性
期
機
能
へ
転
換

黒
石
病
院

黒
石
病
院

黒
石
病
院

黒
石
病
院

（
機
能
分
化
、
病
床
削
減
）

回
復
期
機
能
へ

大
鰐

大
鰐
大
鰐

大
鰐
病
院

病
院
病
院

病
院

（
機
能
転
換
、
病
床
削
減
）

慢
性
期
機
能
、
老
健
等
へ

回
復
期
、
慢
性
期
機
能
へ

板
柳
中
央
病
院

板
柳
中
央
病
院

板
柳
中
央
病
院

板
柳
中
央
病
院

（
機
能
分
化
）

新
た
な
中
核

新
た
な
中
核

新
た
な
中
核

新
た
な
中
核
病
院

病
院
病
院

病
院

基
本
的
な
方
向
性
に
つ
い
て
、
関
係
者
間
で
合
意
。
今
後
、
具
体
策
に
つ
い
て
議
論
を
深
化
。

基
本
的
な
方
向
性
に
つ
い
て
、
関
係
者
間
で
合
意
。
今
後
、
具
体
策
に
つ
い
て
議
論
を
深
化
。

基
本
的
な
方
向
性
に
つ
い
て
、
関
係
者
間
で
合
意
。
今
後
、
具
体
策
に
つ
い
て
議
論
を
深
化
。

基
本
的
な
方
向
性
に
つ
い
て
、
関
係
者
間
で
合
意
。
今
後
、
具
体
策
に
つ
い
て
議
論
を
深
化
。

青
森
県
の
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
に
お
け
る
検
討
内
容
に
つ
い
て

青
森
県
の
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
に
お
け
る
検
討
内
容
に
つ
い
て

青
森
県
の
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
に
お
け
る
検
討
内
容
に
つ
い
て

青
森
県
の
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
に
お
け
る
検
討
内
容
に
つ
い
て

＜
津

軽
構

想
区

域
＞

・
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

・
臨
床
研
修
指
定
病
院

・
地
域
災
害
拠
点
病
院

・
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー

・
地
域
医
療
支
援
病
院
等

3
1

•
2
0
2
5
年
の
病
床
の
必
要
量
と
現
在
（平
成
2
6
年
病
床
機
能
報
告
）
の
病
床
数
を
機
能
別
に
比
較
す
る
と
、
現
状
は
高
度
急
性
期

及
び
急
性
期
が
合
わ
せ
て
約
4
,9
0
0床
多
い
一
方
で
、
回
復
期
機
能
が
約
3,6
0
0
床
（
現
在
の
約
3
2
0
%相
当
）不
足
す
る
と
推
計

•
圏
域
ご
と
に
具
体
的
な
医
療
機
関
名
を
挙
げ
て
、
担
う
べ
き
機
能
を
明
示
し
つ
つ
、
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
で
議
論
す
る
内

容
を
整
理 岐
阜
県
の
地
域
医
療
構
想
の
概
要

岐
阜
県
の
地
域
医
療
構
想
の
概
要

岐
阜
県
の
地
域
医
療
構
想
の
概
要

岐
阜
県
の
地
域
医
療
構
想
の
概
要
と
岐
阜
圏
域
の

と
岐
阜
圏
域
の

と
岐
阜
圏
域
の

と
岐
阜
圏
域
の
記
載
に
つ
い
て

記
載
に
つ
い
て

記
載
に
つ
い
て

記
載
に
つ
い
て

岐
阜
圏
域
の
地
域
医
療
構
想
達
成
に
向
け
た
ポ
イ
ン
ト
（
岐
阜
圏
域
の
記
載
よ
り
）

構
想
区
域
の
設
定
（
５
構
想
区
域
）

岐
阜
圏
域
の
2
0
2
5
年
の
病
床
の
必
要
量
と

在
宅
医
療
等
の
必
要
量

概
要区
分

区
分
区
分

区
分

平
成

平
成
平
成

平
成
2
6
2
626
2
6
（（（ （
2
0
1
4

2
0
1
4

2
0
1
4

2
0
1
4
）
年
に

）
年
に

）
年
に

）
年
に

お
け
る
機
能
別
病
床

お
け
る
機
能
別
病
床

お
け
る
機
能
別
病
床

お
け
る
機
能
別
病
床

数
（
病
床
機
能
報
告
）

数
（
病
床
機
能
報
告
）

数
（
病
床
機
能
報
告
）

数
（
病
床
機
能
報
告
）

平
成

平
成
平
成

平
成
3
7
3
737
3
7
（（（ （
2
0
2
5

2
0
2
5

2
0
2
5

2
0
2
5
））） ）

年
に

年
に
年
に

年
に
お
け
る
病
床

お
け
る
病
床

お
け
る
病
床

お
け
る
病
床

の
必
要
量

の
必
要
量

の
必
要
量

の
必
要
量

高
度
急
性
期

1
,7
7
9
床

8
9
6
床

急
性
期

3
,4
9
2
床

2
,7
5
7
床

回
復
期

6
3
8
床

2
,2
0
1
床

慢
性
期

1
,8
3
9
床

1
,2
4
7
床

病
床
計

8
,3
5
8
床

7
,0
7
4
床

在
宅
医
療
等

の
必
要
量

―
1
0
,1
5
5
人
/日

•
岐
阜
圏
域
で
は
、
回
復
期
機
能
が
約
1
,6
0
0
床
不
足

す
る
と
推
計

・
将
来
の
医
療
提
供
体
制
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
「
適
正
な
役
割
分
担
」、
「
病

床
規
模
の
適
性
化
」
、
「
経
営
基
盤
の
効
率
化
」
の
３
つ
の
視
点
か
ら
医
療
機
関

が
自
主
的
に
取
り
組
む
。
基
本
的
な
方
向
性
は
以
下
の
と
お
り
。

・
岐
阜
大
学
医
学
部
附
属
病
院

岐
阜
大
学
医
学
部
附
属
病
院

岐
阜
大
学
医
学
部
附
属
病
院

岐
阜
大
学
医
学
部
附
属
病
院
が
県
全
体
の
急
性
期
医
療
の
中
心
的
役
割
を
担

い
、
岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
、
岐
阜
市
民
病
院
、
松
波
総
合
病
院

岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
、
岐
阜
市
民
病
院
、
松
波
総
合
病
院

岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
、
岐
阜
市
民
病
院
、
松
波
総
合
病
院

岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
、
岐
阜
市
民
病
院
、
松
波
総
合
病
院
が
、
岐
阜

大
学
医
学
部
附
属
病
院
と
連
携
し
て
、
岐
阜
圏
域
の
急
性
期
医
療
の
中
心
的
役

割
を
担
う
。

・
特
定
の
診
療
分
野
や
政
策
医
療
分
野
で
貢
献
し
て
い
る
病
院
（
岐
阜
赤
十
字
病

岐
阜
赤
十
字
病

岐
阜
赤
十
字
病

岐
阜
赤
十
字
病

院院院 院
（
災
害
拠
点
、
感
染
症
）、
長
良
医
療
セ
ン
タ
ー

長
良
医
療
セ
ン
タ
ー

長
良
医
療
セ
ン
タ
ー

長
良
医
療
セ
ン
タ
ー
（
周
産
期
）
、
村
上
記
念
病
院

村
上
記
念
病
院

村
上
記
念
病
院

村
上
記
念
病
院

（
脳
卒
中
）
、
岐
阜
ハ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

岐
阜
ハ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

岐
阜
ハ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

岐
阜
ハ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
心
疾
患
）
等
）や
、
地
理
的
に
急
性
期
医
療

を
要
す
る
病
院
（
羽
島
市
民
病
院

羽
島
市
民
病
院

羽
島
市
民
病
院

羽
島
市
民
病
院
、
東
海
中
央
病
院

東
海
中
央
病
院

東
海
中
央
病
院

東
海
中
央
病
院
、
岐
北
厚
生
病
院

岐
北
厚
生
病
院

岐
北
厚
生
病
院

岐
北
厚
生
病
院
等
）の
役

割
分
担
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
す
る
。

・
急
性
期
を
担
う
医
療

急
性
期
を
担
う
医
療

急
性
期
を
担
う
医
療

急
性
期
を
担
う
医
療
機
関
等
以
外

機
関
等
以
外

機
関
等
以
外

機
関
等
以
外
は
、
救
急
医
療
体
制
の
確
保
に
配
慮
し
た
上

で
、
回
復
期
中
心
へ
シ
フ
ト
す
る
。

岐
阜
圏
域
の
例

h
ttp
://w
w
w
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o
c
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o
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e
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a
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u
k
a
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u
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•
道
全
体
で
は
、
約
1
,9
0
0床
（
平
成
2
7年
病
床
機
能
報
告
集
計
数
の
約
2
％
）
が
過
剰
と
な
る
一
方
で
、
回
復
期
機
能
が
約

1
4
,8
0
0
床
（
現
在
の
約
26
0
%
相
当
）
不
足
す
る
と
推
計

•
一
部
区
域
で
は
、
自
治
体
病
院
等
を
中
心
と
し
た
具
体
的
な
機
能
分
化
・
連
携
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
示

北
海
道
の

北
海
道
の

北
海
道
の

北
海
道
の
地
域
医
療
構
想
の
概
要

地
域
医
療
構
想
の
概
要

地
域
医
療
構
想
の
概
要

地
域
医
療
構
想
の
概
要
と
北
空
知
構
想
区
域
の

と
北
空
知
構
想
区
域
の

と
北
空
知
構
想
区
域
の

と
北
空
知
構
想
区
域
の
記
載
に
つ
い
て

記
載
に
つ
い
て

記
載
に
つ
い
て

記
載
に
つ
い
て

構
想
区
域
の
設
定
（

2
1
構
想
区
域
）

概
要北
空
知
構
想
区
域
の
2
0
2
5
年
の
病
床
の

必
要
量
と
在
宅
医
療
等
の
必
要
量

北
空
知
構
想

区
域
の
例

区
分

区
分
区
分

区
分

平
成

平
成
平
成

平
成
2
7
2
727
2
7
（（（ （
2
0
1
5

2
0
1
5

2
0
1
5

2
0
1
5
））） ）
年
に

年
に
年
に

年
に

お
け
る
機
能
別
病
床

お
け
る
機
能
別
病
床

お
け
る
機
能
別
病
床

お
け
る
機
能
別
病
床

数
（
病
床
機
能
報
告
）

数
（
病
床
機
能
報
告
）

数
（
病
床
機
能
報
告
）

数
（
病
床
機
能
報
告
）

平
成

平
成
平
成

平
成
3
7
3
737
3
7
（（（ （
2
0
2
5

2
0
2
5

2
0
2
5

2
0
2
5
））） ）

年
に

年
に
年
に

年
に
お
け
る
病
床

お
け
る
病
床

お
け
る
病
床

お
け
る
病
床

の
必
要
量

の
必
要
量

の
必
要
量

の
必
要
量

高
度
急
性
期

０
床

1
7
床

急
性
期

1
9
1
床

1
0
0
床

回
復
期

０
床

1
5
3
床

慢
性
期

4
0
7
床

2
5
2
床

病
床
計

5
9
8
床

5
2
2
床

在
宅
医
療
等

の
必
要
量

―
5
2
4
人
/
日

北
空
知
構
想
区
域
の
地
域
医
療
構
想
達
成
に
向
け
た
ポ
イ
ン
ト・
左
図
を
「
北
空
知
圏

域
の
医
療
機
能
の

分
化
・
連
携
イ
メ
ー

ジ
」
と
し
て
提
示

・
一
部
の
病
床
の
機

能
を
転
換
す
る
図

（
赤
枠
）
を
示
し
、

「
回
復
期
機
能
の

充
足
の
た
め
に
各

病
院
が
ど
の
よ
う
に

役
割
分
担
を
行
う

か
等
に
つ
い
て
議

論
」
す
る
と
記
載

3
3

国
消
費
税
財
源
活
用

市町村
市

町
村

計
画

（
事

業
計

画
）

都道府県

都
道

府
県

計
画

(
事

業
計

画
)

基
金

※
国
と
都
道
府
県
の

負
担
割
合
２
／
３
、
１
／
３

申申申 申請請請 請

事
業

者
等

（
機

、
ー

事
業

等
）

交交交 交付付付 付

交
付

交
付

交
付

交
付

地
域

合
確

交
付

交
付

交
付

交
付

提
出

提
出

提
出

提
出

交
付

交
付

交
付

交
付

提
出

提
出

提
出

提
出

申
請

申
請

申
請

申
請

地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
の
対
象
事
業

１
地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
医
療
機
関
の
施
設
又
は
設
備
の
整
備

に
関
す
る
事
業

２
居
宅
等
に
お
け
る
医
療
の
提
供
に
関
す
る
事
業

３
介
護
施
設
等
の
整
備
に
関
す
る
事
業
（
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
）

４
医
療
従
事
者
の
確
保
に
関
す
る
事
業

５
介
護
従
事
者
の
確
保
に
関
す
る
事
業

都
道
府
県
計
画
及
び
市
町
村
計
画
（基
金
事
業
計
画
）

○○○ ○
基
金
に
関
す
る
基
本
的
事
項

基
金
に
関
す
る
基
本
的
事
項

基
金
に
関
す
る
基
本
的
事
項

基
金
に
関
す
る
基
本
的
事
項

・
公
正
か
つ
透
明
な
プ
ロ
セ
ス
の
確
保
（
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
仕
組
み
の
整
備
）

・
事
業
主
体
間
の
公
平
性
な
ど
公
正
性
・
透
明
性
の
確
保

・
診
療
報
酬
・
介
護
報
酬
等
と
の
役
割
分
担

○○○ ○
都
道
府
県
計
画
及
び
市
町
村
計
画
の
基
本
的
な
記
載
事
項

都
道
府
県
計
画
及
び
市
町
村
計
画
の
基
本
的
な
記
載
事
項

都
道
府
県
計
画
及
び
市
町
村
計
画
の
基
本
的
な
記
載
事
項

都
道
府
県
計
画
及
び
市
町
村
計
画
の
基
本
的
な
記
載
事
項

医
療
介
護
総
合
確
保
区
域
の
設
定
※
1
／
目
標
と
計
画
期
間
（
原
則
１
年
間
）
／

事
業
の
内
容
、
費
用
の
額
等
／
事
業
の
評
価
方
法
※
2

※
1
都
道
府
県
は
、
二
次
医
療
圏
及
び
老
人
福
祉
圏
域
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
地
域
の
実
情
を
踏

ま
え
て
設
定
。
市
町
村
は
、
日
常
生
活
圏
域
を
念
頭
に
設
定
。

※
2
都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
協
力
を
得
つ
つ
、
事
業
の
事
後
評
価
等
を
国
は
都
道
府
県
の
事

業
を
検
証
し
、
基
金
の
配
分
等
に
活
用

○○○ ○
都
道
府
県
は
市
町
村
計
画
の
事
業
を
と
り
ま
と
め
て
、
都
道
府
県
計
画
を
作
成

都
道
府
県
は
市
町
村
計
画
の
事
業
を
と
り
ま
と
め
て
、
都
道
府
県
計
画
を
作
成

都
道
府
県
は
市
町
村
計
画
の
事
業
を
と
り
ま
と
め
て
、
都
道
府
県
計
画
を
作
成

都
道
府
県
は
市
町
村
計
画
の
事
業
を
と
り
ま
と
め
て
、
都
道
府
県
計
画
を
作
成

○
団

塊
の

世
代

が
75歳

以
上

と
な

る
2025

を
す

れ
、

病
床

の
機

能
化

・
、

医
・

の
進

、
医

・
事

者
の

・
勲

環
の

改
等

、
「

的
か

つ
拾

の
い

医
提

供
体

勧
の

構
」

と
「

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
の

構
」

が
急

勲
の

。
○

こ
の

た
め

、
平

成
２

６
か

ら
拔

等
を

用
し

た
拉

政
拶

勧
（

地
域

医
合

基
）

を
設

し
、

都
道

府
県

に
設

置
。

都
道

府
県

は
、

都
道

府
県

計
画

を
作

成
し

、
当

該
計

画
に

基
づ

き
事

業
を

実
施

。

平
成
29年
度
政
府
予
算
：公
費
で
1,628億

円
（医
療
分
904億

円
、
介
護
分
724億

円
）

3
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病
床
の
機
能
分
化
・
連
携
に
向
け
た
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
の
重
点
配
分
（
案
）

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
の
議
論
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
な
整
備
計
画
を

具
体
的
な
整
備
計
画
を

具
体
的
な
整
備
計
画
を

具
体
的
な
整
備
計
画
を

策
定
し
て
い
る
都
道
府
県

策
定
し
て
い
る
都
道
府
県

策
定
し
て
い
る
都
道
府
県

策
定
し
て
い
る
都
道
府
県
に
対
し
て
重
点
的

重
点
的

重
点
的

重
点
的
ににに に
配
分

配
分
配
分

配
分

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針

2
0

1
6
」
（
平
成

2
8
年

6
月

2
日
）
抄

地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
の
メ
リ
ハ
リ
あ
る
配
分
等
に
よ
り
、
病
床
の
機
能
分
化
・
連
携
を
推
進
す
る
。

地地地 地域域域 域医医医 医療療療 療介介介 介護護護 護総総総 総合合合 合確確確 確保保保 保基基基 基金金金 金

ⅠⅠⅠ Ⅰ
病
床
の
機
能
・分
化
連
携

病
床
の
機
能
・分
化
連
携

病
床
の
機
能
・分
化
連
携

病
床
の
機
能
・分
化
連
携

ⅡⅡⅡ Ⅱ
在
宅
医
療
の
推
進

在
宅
医
療
の
推
進

在
宅
医
療
の
推
進

在
宅
医
療
の
推
進

ⅢⅢⅢ Ⅲ
医
療
従
事
者
の
確
保

医
療
従
事
者
の
確
保

医
療
従
事
者
の
確
保

医
療
従
事
者
の
確
保

地
域

地
域
地
域

地
域
の
実
情
に
応
じ
た

の
実
情
に
応
じ
た

の
実
情
に
応
じ
た

の
実
情
に
応
じ
た
配
分

配
分
配
分

配
分

※※※ ※
ⅡⅡⅡ Ⅱ
及
び

及
び
及
び

及
び
ⅢⅢⅢ Ⅲ
の
事
業
を
含
め
た
全
体
の
配
分
に
つ
い
て
も
、
整
備
計
画

の
事
業
を
含
め
た
全
体
の
配
分
に
つ
い
て
も
、
整
備
計
画

の
事
業
を
含
め
た
全
体
の
配
分
に
つ
い
て
も
、
整
備
計
画

の
事
業
を
含
め
た
全
体
の
配
分
に
つ
い
て
も
、
整
備
計
画
ののの の
策
定
状
況
を

策
定
状
況
を

策
定
状
況
を

策
定
状
況
を
踏踏踏 踏

ま
え
た
メ
リ
ハ
リ

ま
え
た
メ
リ
ハ
リ

ま
え
た
メ
リ
ハ
リ

ま
え
た
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
た
配
分
を
行
う
こ
と
を

を
つ
け
た
配
分
を
行
う
こ
と
を

を
つ
け
た
配
分
を
行
う
こ
と
を

を
つ
け
た
配
分
を
行
う
こ
と
を
検
討

検
討
検
討

検
討

○
先
行
的
に
在
宅
医
療
等
の
整
備
を
進
め
て
い
か
な
い
と
、
退
院
後
の
在
宅
移
行
の

受
け
皿
が
で
き
ず
、
か
え
っ
て
病
床
の
機
能
分
化
・
連
携
が
進
ま
な
い

○
Ⅱ
及
び
Ⅲ
の
事
業
に
は
、
地
域
医
療
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
費
や
看
護
師
養
成
所

の
運
営
費
・
整
備
費
、
病
院
内
保
育
所
の
運
営
費
等
（※
）の
継
続
的
な
実
施
が
必
要

な
事
業
も
含
ま
れ
て
い
る

※
こ
れ
ら
の
事
業
は
、
基
金
創
設
前
よ
り
国
庫
補
助
で
実
施

（
医
療
分
の
事
業
区
分
）

（
配
分
方
針
）

3
5

○○○ ○
命
令
・
指
示
・
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
を
公
表

命
令
・
指
示
・
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
を
公
表

命
令
・
指
示
・
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
を
公
表

命
令
・
指
示
・
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
を
公
表

○○○ ○
命
令
・
指
示
・
勧
告
に
従
わ
な
い
地
域
医
療
支
援
病
院
･特
定
機
能
病
院

命
令
・
指
示
・
勧
告
に
従
わ
な
い
地
域
医
療
支
援
病
院
･特
定
機
能
病
院

命
令
・
指
示
・
勧
告
に
従
わ
な
い
地
域
医
療
支
援
病
院
･特
定
機
能
病
院

命
令
・
指
示
・
勧
告
に
従
わ
な
い
地
域
医
療
支
援
病
院
･特
定
機
能
病
院

※※※ ※
は
承
認
を
取
消
し

は
承
認
を
取
消
し

は
承
認
を
取
消
し

は
承
認
を
取
消
し

都
道
府
県
知
事
の
権
限
の
行
使
の
流
れ

都
道
府
県
知
事
の
権
限
の
行
使
の
流
れ

都
道
府
県
知
事
の
権
限
の
行
使
の
流
れ

都
道
府
県
知
事
の
権
限
の
行
使
の
流
れ

•
病
床
機
能
報
告
に
お
い
て
基
準
日
と
基
準
日
後
の

病
床
機
能
報
告
に
お
い
て
基
準
日
と
基
準
日
後
の

病
床
機
能
報
告
に
お
い
て
基
準
日
と
基
準
日
後
の

病
床
機
能
報
告
に
お
い
て
基
準
日
と
基
準
日
後
の

病
床
機
能
が
異
な
る
場
合
で
あ
っ
て

病
床
機
能
が
異
な
る
場
合
で
あ
っ
て

病
床
機
能
が
異
な
る
場
合
で
あ
っ
て

病
床
機
能
が
異
な
る
場
合
で
あ
っ
て

•
基
準
日
後
病
床
機
能
に
応
じ
た
病
床
数
が
、
病
床

基
準
日
後
病
床
機
能
に
応
じ
た
病
床
数
が
、
病
床

基
準
日
後
病
床
機
能
に
応
じ
た
病
床
数
が
、
病
床

基
準
日
後
病
床
機
能
に
応
じ
た
病
床
数
が
、
病
床

の
必
要
量
（必
要
病
床
数
）に
既
に
達
し
て
い
る

の
必
要
量
（必
要
病
床
数
）に
既
に
達
し
て
い
る

の
必
要
量
（必
要
病
床
数
）に
既
に
達
し
て
い
る

の
必
要
量
（必
要
病
床
数
）に
既
に
達
し
て
い
る

地
域
医
療
構
想
の
達
成
を
推
進
す
る
た

地
域
医
療
構
想
の
達
成
を
推
進
す
る
た

地
域
医
療
構
想
の
達
成
を
推
進
す
る
た

地
域
医
療
構
想
の
達
成
を
推
進
す
る
た

め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
協
議
の

め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
協
議
の

め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
協
議
の

め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
協
議
の

場
で
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
等

場
で
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
等

場
で
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
等

場
で
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
等

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

不
足
す
る
医
療
機
能
に
係
る
医
療
を
提

不
足
す
る
医
療
機
能
に
係
る
医
療
を
提

不
足
す
る
医
療
機
能
に
係
る
医
療
を
提

不
足
す
る
医
療
機
能
に
係
る
医
療
を
提

供
す
る
こ
と
を
指
示
（
公
的
医
療
機
関

供
す
る
こ
と
を
指
示
（
公
的
医
療
機
関

供
す
る
こ
と
を
指
示
（
公
的
医
療
機
関

供
す
る
こ
と
を
指
示
（
公
的
医
療
機
関

等
）
又
は
要
請
（
民
間
医
療
機
関
）

等
）
又
は
要
請
（
民
間
医
療
機
関
）

等
）
又
は
要
請
（
民
間
医
療
機
関
）

等
）
又
は
要
請
（
民
間
医
療
機
関
）

【【【 【
過
剰
な
医
療
機
能
へ
の
転
換
の
中
止
等

過
剰
な
医
療
機
能
へ
の
転
換
の
中
止
等

過
剰
な
医
療
機
能
へ
の
転
換
の
中
止
等

過
剰
な
医
療
機
能
へ
の
転
換
の
中
止
等
】】】 】

【【【 【
不
足
す
る
医
療
機
能
へ
の
転
換
等
の
促
進

不
足
す
る
医
療
機
能
へ
の
転
換
等
の
促
進

不
足
す
る
医
療
機
能
へ
の
転
換
等
の
促
進

不
足
す
る
医
療
機
能
へ
の
転
換
等
の
促
進
】】】 】

病
院
の
開
設
等
の
許
可
申

病
院
の
開
設
等
の
許
可
申

病
院
の
開
設
等
の
許
可
申

病
院
の
開
設
等
の
許
可
申

請
が
あ
っ
た
場
合

請
が
あ
っ
た
場
合

請
が
あ
っ
た
場
合

請
が
あ
っ
た
場
合

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、、、 、

当
該
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告

当
該
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告

当
該
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告

当
該
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告

要
請
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、

当
該
要
請
に
係
る
措
置
を
講
じ
て
い
な
い

①
都
道
府
県
知
事
へ
の
理
由
書
提
出

②
調
整
会
議
で
の
協
議
へ
の
参
加

③
都
道
府
県
医
療
審
議
会
で
の
理
由
等
説
明

理
由
等
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、

理
由
等
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、

理
由
等
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、

理
由
等
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

病
床
機
能
を
変
更
し
な
い
こ
と
を
命
令
（
公
的
医

病
床
機
能
を
変
更
し
な
い
こ
と
を
命
令
（
公
的
医

病
床
機
能
を
変
更
し
な
い
こ
と
を
命
令
（
公
的
医

病
床
機
能
を
変
更
し
な
い
こ
と
を
命
令
（
公
的
医

療
機
関
等
）
又
は
要
請
（
民
間
医
療
機
関
）

療
機
関
等
）
又
は
要
請
（
民
間
医
療
機
関
）

療
機
関
等
）
又
は
要
請
（
民
間
医
療
機
関
）

療
機
関
等
）
又
は
要
請
（
民
間
医
療
機
関
）

応
答
の

努
力
義
務

病
床
を
稼
働
し
て
い
な

病
床
を
稼
働
し
て
い
な

病
床
を
稼
働
し
て
い
な

病
床
を
稼
働
し
て
い
な

い
と
き

い
と
き

い
と
き

い
と
き

不
足
す
る
医
療
機
能
に
係
る

不
足
す
る
医
療
機
能
に
係
る

不
足
す
る
医
療
機
能
に
係
る

不
足
す
る
医
療
機
能
に
係
る

医
療
を
提
供
す
る
旨
の
条
件

医
療
を
提
供
す
る
旨
の
条
件

医
療
を
提
供
す
る
旨
の
条
件

医
療
を
提
供
す
る
旨
の
条
件

を
開
設
等
許
可
に
付
与

を
開
設
等
許
可
に
付
与

を
開
設
等
許
可
に
付
与

を
開
設
等
許
可
に
付
与

正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
勧
告
に

係
る
措
置
を
講
じ
て
い
な
い

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い

て
、
て
、
て
、
て
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
勧
告
に

期
限
を
定
め
て
、
当
該
勧
告
に

期
限
を
定
め
て
、
当
該
勧
告
に

期
限
を
定
め
て
、
当
該
勧
告
に

係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
令

係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
令

係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
令

係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
令

正
当
な
理
由
が
な
く
、

条
件
に
従
わ
な
い

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見

都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見

を
聴
い
て
、

を
聴
い
て
、

を
聴
い
て
、

を
聴
い
て
、
期
限
を
定
め
て
条

期
限
を
定
め
て
条

期
限
を
定
め
て
条

期
限
を
定
め
て
条

件
に
従
う
べ
き
こ
と
を
勧
告

件
に
従
う
べ
き
こ
と
を
勧
告

件
に
従
う
べ
き
こ
と
を
勧
告

件
に
従
う
べ
き
こ
と
を
勧
告

都
道
府
県
審
議
会
の
意
見

都
道
府
県
審
議
会
の
意
見

都
道
府
県
審
議
会
の
意
見

都
道
府
県
審
議
会
の
意
見

を
聴
い
て
、

を
聴
い
て
、

を
聴
い
て
、

を
聴
い
て
、
当
該
病
床
の

当
該
病
床
の

当
該
病
床
の

当
該
病
床
の

削
減
を
命
令
（
公
的
医
療

削
減
を
命
令
（
公
的
医
療

削
減
を
命
令
（
公
的
医
療

削
減
を
命
令
（
公
的
医
療

機
関
）
又
は
要
請
（
民
間

機
関
）
又
は
要
請
（
民
間

機
関
）
又
は
要
請
（
民
間

機
関
）
又
は
要
請
（
民
間

医
療
機
関
）

医
療
機
関
）

医
療
機
関
）

医
療
機
関
）

【【【 【
非
稼
働
病
床
の
削
減

非
稼
働
病
床
の
削
減

非
稼
働
病
床
の
削
減

非
稼
働
病
床
の
削
減
】】】 】

要
請
の
場
合

（
民
間
医
療
機
関
）

命
令
の
場
合

（
公
的
医
療
機
関
等
）

指
示
の
場
合

（
公
的
医
療
機
関
等
）

医
療
法
第

3
0
条
の

1
5

医
療
法
第

3
0
条
の

1
6

医
療
法
第
７
条
第
５
項

医
療
法
第

2
7
条
の
２

※
特
定
機
能
病
院
の
承
認
取
消
し
は

厚
生
労
働
大
臣
が
行
う

医
療
法
第

3
0
条
の

1
7

要
請
の
場
合

（
民
間
医
療
機
関
）

要
請
を
受
け
た
者
が
、

正
当
な
理
由
が
な
く
、

当
該
要
請
に
係
る
措
置

を
講
じ
て
い
な
い

都
道
府
県
医
療
審
議

都
道
府
県
医
療
審
議

都
道
府
県
医
療
審
議

都
道
府
県
医
療
審
議

会
の
意
見
を
聴
い
て

会
の
意
見
を
聴
い
て

会
の
意
見
を
聴
い
て

会
の
意
見
を
聴
い
て
、、、 、

当
該
措
置
を
講
ず

当
該
措
置
を
講
ず

当
該
措
置
を
講
ず

当
該
措
置
を
講
ず

べ
き

べ
き
べ
き

べ
き
こ
と
を
勧
告

こ
と
を
勧
告

こ
と
を
勧
告

こ
と
を
勧
告

命
令
・
指
示
・
勧
告
に
従
わ
な
い

医
療
法
第

3
0
条
の

1
8

医
療
法
第

3
0
条
の

1
2

医
療
法
第
７
条
の
２
第
３
項

命令の場合（公的医療機関等）

医
療
法
第

2
9
条
第
３
項

及
び
第
４
項

3
6



3
7

３
病
床
機
能
報
告
制
度
に
つ
い
て

病
床
機
能
報
告
（
現
状
）

ど
の
「
医
療
機
能
」
に
該
当
す
る
か
の
「
定
義
」
を
踏
ま
え
、

病
棟
ご
と
に
医
療
機
関
が
判
断
し
た
も
の

→
地
域
に
お
い
て
医
療
機
関
が
「
表
示
し
た
い
機
能
」

医
療
需
要
（
必
要
病
床
数
）
の
推
計

2
0

1
3
年
の
個
々
の
患
者
の
受
療
状
況
を
ベ
ー
ス
に
、

医
療
資
源
供
給
量
に
沿
っ
て
機
能
ご
と
区
分
し
た
も
の

→
地
域
に
お
け
る
「
各
病
期
の
患
者
発
生
量
」

3
8

病
床
機
能
報
告
と
必
要
病
床
数
の
推
計
と
の
関
係
性
の
イ
メ
ー
ジ



◎
医

機
関

（
有

床
勰

を
含

む
。

）
は

病
棟

位
で

（
※

）
、

以
の

医
機

能
に

つ
い

て
、

「
勶

状
」

と
「

後
の

方
向

」
を

、
都

道
府

県
に

報
告

す
る

。
※

医
の

的
か

つ
的

な
用

を
る

勷
か

ら
医

機
関

内
で

も
機

能
化

を
進

す
る

た
め

、
「

報
告

は
病

棟
位

を
基

と
す

る
」

と
さ

れ
て

い
る

（
「

一
般

病
床

の
機

能
化

の
進

に
つ

い
て

の
整

」
（

平
成

24
６

月
急

性
期

医
に

関
す

る
作

業
グ

ー
プ

）
。

◎
医

機
能

の
及

び
内

は
以

の
と

お
り

と
す

る
。

（
注

）
一

般
病

床
及

び
病

床
に

つ
い

て
、

上
記

の
医

機
能

及
び

構
造

設
備

・
人

員
配

置
等

に
関

す
る

項
目

・
提

供
す

る
医

の
体

的
内

に
関

す
る

項
目

を
報

告
す

る
こ

と
と

す
る

。

◎
病

棟
が

担
う

機
能

を
上

記
の

中
か

ら
い

ず
れ

か
１

つ
選

択
し

て
、

報
告

す
る

こ
と

と
す

る
が

、
実

際
の

病
棟

に
は

、
様

々
な

病
期

の
患

者
が

入
院

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
提

供
し

て
い

る
医

の
内

が
ら

か
と

な
る

う
に

体
的

な
報

告
事

項
を

報
告

す
る

。

◎
医

機
能

を
選

択
す

る
際

の
基

準
は

、
病

棟
位

の
医

の
報

が
勘

拒
し

て
い

る
勶

で
は

体
的

な
数

値
等

を
示

す
こ

と
は

困
難

で
あ

る
た

め
、

上
記

の
医

機
能

の
定

性
的

な
基

準
や

、
医

機
関

に
お

い
て

算
定

す
る

特
定

入
院

を
に

医
機

能
を

選
択

。
な

お
、

平
成

28
報

告
か

ら
病

棟
位

の
り

な
が

能
と

な
る

た
め

、
後

、
医

機
能

の
基

準
を

含
め

、
勧

の
直

し
を

国
に

お
い

て
検

討
。

機
能

の
機

能
の

急
性

期
機

能
○

急
性

期
の

患
者

に
対

し
、

状
態

の
早

期
安

定
化

に
向

け
て

、
が

特
に

い
医

を
提

供
す

る
機

能

急
性

期
機

能
○

急
性

期
の

患
者

に
対

し
、

状
態

の
早

期
安

定
化

に
向

け
て

、
医

を
提

供
す

る
機

能

回
期

機
能

○
急

性
期

を
経

過
し

た
患

者
へ

の
に

向
け

た
医

や
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
す

る
機

能
。

○
特

に
、

急
性

期
を

経
過

し
た

脳
血

管
疾

患
や

大
腿

骨
頚

部
骨

等
の

患
者

に
対

し
、

の
向

上
や

を
目

的
と

し
た

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

集
中

的
に

提
供

す
る

機
能

（
回

期
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

機
能

）
。

慢
性

期
機

能
○

期
に

た
り

が
必

要
な

患
者

を
入

院
さ

せ
る

機
能

○
期

に
た

り
が

必
要

な
の

者
（

の
勪

者
を

含
む

）
、

筋
ジ

ス
ト

ロ
フ

ィ
ー

患
者

又
は

難
病

患
者

等
を

入
院

さ
せ

る
機

能

機
が

報
告

す
る

機
能

に
つ

い
て

3
9

○
急

性
期

の
患

者
に

対
し

、
状

態
の

早
期

安
定

化
に

向
け

て
、

医
を

提
供

す
る

機
能

○
急

性
期

の
患

者
に

対
し

、
状

態
の

早
期

安
定

化
に

向
け

て
、

が
特

に
い

医
を

提
供

す
る

機
能

特
定

の
機

能
を

有
す

る
病

棟
に

お
け

る
病

床
機

能
報

告
の

取
扱

い

急
性

期
機

能

回
期

機
能

慢
性

期
機

能
�

特
疾

患
入

院
医

管
�

特
疾

患
病

棟
入

院
�

病
棟

入
院

基

�
救

命
救

急
入

院
�

特
定

集
中

管
�

入
院

医
管

�
脳

中
入

院
医

管
�

小
特

定
集

中
管

�
新

生
特

定
集

中
管

�
合

勩
期

特
定

集
中

管
�

新
生

回
入

院
管

急
性

期
機

能

※
急

性
期

機
能

に
該

当
す

る
と

ら
れ

る
病

棟
の

救
命

救
急

病
棟

、
集

中
、

ハ
イ

ケ
ア

ト
、

新
生

集
中

、
新

生
回

、
小

集
中

、
合

勩
期

集
中

で
あ

る
な

ど
、

急
性

期
の

患
者

に
対

し
て

が
特

に
い

医
を

提
供

す
る

病
棟

○
期

に
た

り
が

必
要

な
患

者
を

入
院

さ
せ

る
機

能
○

期
に

た
り

が
必

要
な

の
者

（
の

勪
者

を
含

む
）

、
筋

ジ
ス

ト
ロ

フ
ィ

ー
患

者
又

は
難

病
患

者
等

を
入

院
さ

せ
る

機
能

○
急

性
期

を
経

過
し

た
患

者
へ

の
に

向
け

た
医

や
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
す

る
機

能
。

○
特

に
、

急
性

期
を

経
過

し
た

脳
血

管
疾

患
や

大
腿

骨
頚

部
骨

等
の

患
者

に
対

し
、

の
向

上
や

を
目

的
と

し
た

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

集
中

的
に

提
供

す
る

機
能

（
回

期
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

機
能

）
。

�
地

域
包

括
ケ

ア
病

棟
入

院
（

※
）

※
地

域
包

括
ケ

ア
病

棟
に

つ
い

て
は

、
当

該
病

棟
が

勢
に

回
期

機
能

を
提

供
し

て
い

る
場

合
は

、
回

期
機

能
を

選
択

し
、

勢
に

急
性

期
機

能
を

提
供

し
て

い
る

場
合

は
急

性
期

機
能

を
選

択
す

る
な

ど
、

個
々

の
病

棟
の

役
割

や
入

院
患

者
の

状
態

に
ら

し
て

、
医

機
能

を
に

選
択

。

特
定

入
院

等
を

算
定

す
る

病
棟

に
つ

い
て

は
、

一
般

的
に

は
、

次
の

と
お

り
そ

れ
ぞ

れ
の

機
能

と
し

て
報

告
す

る
も

の
と

し
て

取
り

扱
う

。
そ

の
他

の
一

般
入

院
等

を
算

定
す

る
病

棟
に

つ
い

て
は

、
病

棟
の

実
態

に
じ

て
選

択
す

る
。

4
0

�
回

期
病

棟
入

院



4
1

特
定

院
等

病
床

と
の

機
能

に
つ

い
て

0%
50%

100%

救
命

救
急

入
院

１

救
命

救
急

入
院

２

救
命

救
急

入
院

３

救
命

救
急

入
院

４

特
定

集
中

管
１

特
定

集
中

管
２

特
定

集
中

管
３

特
定

集
中

管
４

入
院

医
管

１

入
院

医
管

２

脳
中

入
院

医
管

小
特

定
集

中
管

新
生

特
定

集
中

管
１

新
生

特
定

集
中

管
２

合
勩

期
特

定
集

中
管

（
…

合
勩

期
特

定
集

中
管

（
新

生
…

新
生

回
入

院
医

管

急
性

期
機

能
急

性
期

機
能

回
期

機
能

慢
性

期
機

能

○
特

定
の

機
能

を
有

す
る

病
棟

に
お

け
る

病
床

機
能

報
告

に
つ

い
て

は
、

概
ね

取
扱

い
の

と
お

り
と

な
っ

て
い

る
。

0%
50%

100%

回
期

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
病

棟
入

院
１

回
期

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
病

棟
入

院
２

回
期

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
病

棟
入

院
３

地
域

包
括

ケ
ア

病
棟

入
院

１

地
域

包
括

ケ
ア

病
棟

入
院

２

地
域

包
括

ケ
ア

入
院

医
管

１

地
域

包
括

ケ
ア

入
院

医
管

２

特
疾

患
入

院
医

管

特
疾

患
病

棟
入

院
１

特
疾

患
病

棟
入

院
２

病
棟

入
院

基
１

病
棟

入
院

基
２

病
棟

入
院

基
特

入
院

基

※
上

記
デ

ー
タ

は
、

平
成
2
8

病
床

機
能

報
告

に
お

い
て

、
以

の
エ

ラ
ー

を
外

し
、

集
計

し
た

も
の

。
エ

ラ
ー

：
「

報
告

対
象

外
」

、
「

病
院
/有

床
勰

」
「

病
床

数
記

勘
備

」
、

「
医

機
能

記
勘

備
（
7月

）
」

救
命

救
急

入
院

１

救
命

救
急

入
院

２

救
命

救
急

入
院

３

救
命

救
急

入
院

４

特
定

集
中

管
１

特
定

集
中

管
２

特
定

集
中

管
３

特
定

集
中

管
４

入
院

医
管

１

入
院

医
管

２

脳
中

入
院

医
管

小
特

定
集

中
管

新
生

特
定

集
中

管
１

新
生

特
定

集
中

管
２

合
勩

期
特

定
集

中
管

（
体

・
）

合
勩

期
特

定
集

中
管

（
新

生
）

新
生

回
入

院
医

管

0

0.5 1

1.5 2

2.5 3

3.5 4

1
500

4
2

病
棟

と
の

て
い

る
の

に
つ

い
て

（
病

院
、

）
○

グ
ラ

フ
は

、
機

能
を

報
告

し
て

い
る

病
棟

で
、

『
循

環
器

内
科

』
も

し
く

は
『

数
の

科
で

用
（

う
ち

、
上

位
１

位
に

『
循

環
器

内
科

』
を

選
択

）
』

を
選

択
し

て
い

る
病

棟
に

お
い

て
、

『
病

床
あ

た
り

経
皮

的
冠

動
脈

形
成

術
の

レ
セ

プ
ト

件
数

』
を

多
い

順
に

並
べ

た
も

の
。

全
7
6
4病

棟
（
5
0
8施

設
）

の
う

ち
、
1
0
3病

棟
（
4
8施

設
）

が
実

施
件

数
０

件
と

な
っ

て
い

る
。

注
）

当
該

病
棟

で
実

績
が

無
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、

当
該

施
設

の
他

の
病

棟
で

実
施

さ
れ

て
い

る
場

合
が

あ
る

。
○

実
施

件
数

０
件

の
1
0
3病

棟
（
8
4施

設
）

の
う

ち
、

施
設

全
体

に
お

け
る

実
施

件
数

が
０

件
で

あ
る

の
は
4
8病

棟
（
3
8施

設
）

で
あ

っ
た

。

1ヶ
月

間
の

病
棟

あ
た

り
実

施
件

数
が
1以

上
1
0未

満
の
3
6
5病

棟
1ヶ

月
間

の
病

棟
あ

た
り

実
施

件
数

が
０

の
1
0
3病

棟

平
成

２
８

６
月

病
棟

あ
た

り
実

績
病

棟
数

割
合

1
0 件

以
上

2
9
6

3
8
.7
%

1 以
上
1
0 未

満
3
6
5

4
7
.8
%

0
1
0
3

1
3
.5
%

合
計

7
6
4

1
0
0
.0
%

※
病

棟
あ

た
り
1
0未

満
で

＊
表

示
さ

れ
て

い
る

病
棟

を
、

上
、

方
形

の
か

た
り

と
し

て
表

勶
。

病床あたり経皮的冠動脈形成術のレセプト件数
※

上
記

グ
ラ

フ
は

、
平

成
2
8

病
床

機
能

報
告

に
お

い
て

、
以

の
エ

ラ
ー

を
外

し
、

集
計

し
た

も
の

。
エ

ラ
ー

：
「

報
告

対
象

外
」

、
「

病
院
/有

床
勰

」
、

「
病

床
数

の
記

勘
備

」
、

「
医

機
能

記
勘

備
（
7月

）
」

、
「

科
の

記
勘

備
」

う
ち

、
5
5病

棟
（
1
0施

設
）

：
同

じ
施

設
内

の
他

病
棟

で
実

施
4
8病

棟
（
3
8施

設
）

：
施

設
全

体
で

実
施

件
数

０
件 精

査
中



H
2
9
.3
月

H
2
9
.4
～
6
月

H
2
9
.7
～
9
月

H
2
9
.1
0
～
1
2
月

H
3
0
.1
～
3
月

H
3
0
.4
～
6
月

H
3
0
.7
～
9
月

国病床機能報告制度

平
成
2
9
年
度
病
床

機
能
報
告
開
始

平
成
3
0
年
度
病
床

機
能
報
告
（
見
直
し

た
基
準
を
反
映
）
開

始

医療機関

平
成

平
成
平
成

平
成
2
9
2
9
2
9
2
9
年
度
以
降
の
病
床
機
能
報
告
に
関
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
（
案
）

年
度
以
降
の
病
床
機
能
報
告
に
関
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
（
案
）

年
度
以
降
の
病
床
機
能
報
告
に
関
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
（
案
）

年
度
以
降
の
病
床
機
能
報
告
に
関
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
（
案
）

各
都
道
府
県
が
平
成

2
8
年
度
病
床
機
能
報

告
の
結
果
を
公
表

医
療
機
関
、
関
係
団

体
へ
周
知

告
示
改
正

・
平
成
3
0
年
度
診
療

報
酬
改
定
等
を
踏

ま
え
た
報
告
項
目

の
見
直
し

各
都
道
府
県
が
平
成

2
9
年
度
病
床
機
能
報

告
の
結
果
を
公
表

報
告
様
式
の
送
付

提
出
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
集
計

病
棟
ご
と
に
デ
ー
タ
を
集
計

し
、
報
告
様
式
を
提
出

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
平
成
2
8
年
度
病
床
機
能
報
告
の
分
析
を
行
う

検
討
会
に
お
い
て
、
以
下
に
つ
い
て
検
討

・
病
棟
コ
ー
ド
を
活
用
し
た
基
準
の
見
直
し

・
次
期
診
療
報
酬
改
定
等
を
見
据
え
た
項
目
変
更

4
3

４
医
療
と
介
護
の
連
携
に
つ
い
て

4
4



在
宅
医
療
等
の
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必
要
量
の
考
え
方
に
つ
い
て

⑤
現
時
点

の
老
健
施

設
の
入
所

者
数

【現状】

①
障
害
者
・

難
病
患
者

数

③
一
般
病
床

で
C

3
基
準
未

満
の
患
者
数

④
現
時
点
で
訪
問
診
療

を
受
け
て
い
る
患
者
数

【将来】

慢
性
期
機
能
及
び
在
宅
医
療
等

回
復
期

機
能

②
療
養
病
床
の

入
院
患
者
数

地
域
差

の
解
消

医
療
区

分
１
の

7
0
％

回
復
期

リ
ハ
病

棟
の
患

者
数

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
在
宅
医
療
等
の
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必
要
量
に
つ
い
て
、
協
議
の
場
を
活
用
し
医
療
、
介
護

各
々
の
主
体
的
な
取
組
に
よ
り
受
け
皿
整
備
の
責
任
を
明
確
に
し
た
上
で
、
次
期
医
療
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
計
画
に

お
け
る
整
合
的
な
整
備
目
標
・
見
込
み
量
を
設
定
す
る
。

外
来
受
診

在
宅
医
療

（
訪
問
診
療
）

（
医
療
の
対
応
）

（
介
護
の
対
応
）

介
護
療
養

か
ら
の
転
換

医
療
療
養

か
ら
の
転
換

施
設
サ
ー
ビ
ス

（
特
養
、
老
健
）

居
宅
サ
ー
ビ
ス

4
0
歳
未
満

そ
の
他
（
※
１
）

（
※
１
）
そ
の
他
：
介
護
保
険
の
要
介
護
被
保
険
者
等
が
訪
問
看
護
等
の
提
供
を
受
け
る
場
合
、
末
期
の
悪
性
腫
瘍
、
難
病
患
者
、
急
性
増
悪

等
に
よ
る
主
治
医
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
な
ど
に
、
医
療
保
険
の
給
付
が
行
わ
れ
る
。

（
※
２
）
外
来
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
者
の
一
部
に
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
者
も
あ
り

※
２

医
療
、
介
護
の
ど
の
類
型
の
受
け
皿
で
対
応
す

医
療
、
介
護
の
ど
の
類
型
の
受
け
皿
で
対
応
す

医
療
、
介
護
の
ど
の
類
型
の
受
け
皿
で
対
応
す

医
療
、
介
護
の
ど
の
類
型
の
受
け
皿
で
対
応
す

る
べ
き
か
検
討
し
、
整
合
的
な
整
備
目
標
・見

る
べ
き
か
検
討
し
、
整
合
的
な
整
備
目
標
・見

る
べ
き
か
検
討
し
、
整
合
的
な
整
備
目
標
・見

る
べ
き
か
検
討
し
、
整
合
的
な
整
備
目
標
・見

込
み
量
を
設
定

込
み
量
を
設
定

込
み
量
を
設
定

込
み
量
を
設
定

4
5

2
9
年
度

年
度
年
度

年
度

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8
年
度

年
度
年
度

年
度

第
７
次

医
療
計
画

（
中
間
見
直
し
）

第
７
期

介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画
第
８
期

介
護

保
険
事
業

(支
援
)計

画
第
９
期

介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画

計
画
期
間

整
合
的
な
整
備
目
標
の
イ
メ
ー
ジ
②
計
画
期
間
分

第
８
次

医
療
計
画 地
域
医

療
構
想

構
想
区
域
（
二
次
医
療
圏
）
に
お
け
る

病
床
の
機
能
分
化
・
連
携
の
イ
メ
ー
ジ

在
宅
医
療
、
介
護
の
整
備
目
標
・
見
込
み
量
の
イ
メ
ー
ジ

協
議
の

場

外
来
受
診

在
宅
医
療

（
訪
問
診
療
）

転換
施
設

サ
ー
ビ
ス

居
宅

サ
ー
ビ
ス

計
画
の
期
間
ご
と

計
画
の
期
間
ご
と

計
画
の
期
間
ご
と

計
画
の
期
間
ご
と
の
目
標
・
見
込
み
量
の
設
定
が
必
要
で
、
病
床
の
動
向
等
を
勘
案

病
床
の
動
向
等
を
勘
案

病
床
の
動
向
等
を
勘
案

病
床
の
動
向
等
を
勘
案
す
る
必
要

現
状

外
来
受
診

在
宅
医
療

（
訪
問
診
療
）

転換
施
設

サ
ー
ビ
ス

居
宅

サ
ー
ビ
ス

整
合
的
な
整
備
目
標
・
見
込
み
量
の
イ
メ
ー
ジ

病
床
の
必
要
量

在
宅
医
療
等
の

新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必
要
量

・
計
画
の
期
間
ご
と

計
画
の
期
間
ご
と

計
画
の
期
間
ご
と

計
画
の
期
間
ご
と
の
目
標
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、

地
域

地
域
地
域

地
域
医
療
構
想
調
整

医
療
構
想
調
整

医
療
構
想
調
整

医
療
構
想
調
整
会
議

会
議
会
議

会
議
の
議
論
を
参
考
と
す
る

→
構
想
区
域
（二
次
医
療
圏
）
ご
と
の
病
床
機
能
の
転
換
の
動

構
想
区
域
（二
次
医
療
圏
）
ご
と
の
病
床
機
能
の
転
換
の
動

構
想
区
域
（二
次
医
療
圏
）
ご
と
の
病
床
機
能
の
転
換
の
動

構
想
区
域
（二
次
医
療
圏
）
ご
と
の
病
床
機
能
の
転
換
の
動

向
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
病
床
の
必
要
量
と
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必

向
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
病
床
の
必
要
量
と
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必

向
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
病
床
の
必
要
量
と
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必

向
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
病
床
の
必
要
量
と
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必

要
量
を
含
め
た
在
宅
医
療
等
の
必
要
量
と
整
合
性
の
と
れ
た
、

要
量
を
含
め
た
在
宅
医
療
等
の
必
要
量
と
整
合
性
の
と
れ
た
、

要
量
を
含
め
た
在
宅
医
療
等
の
必
要
量
と
整
合
性
の
と
れ
た
、

要
量
を
含
め
た
在
宅
医
療
等
の
必
要
量
と
整
合
性
の
と
れ
た
、

整
備
目
標
・見
込
み
量
と
す
る
こ
と
が
必
要
。

整
備
目
標
・見
込
み
量
と
す
る
こ
と
が
必
要
。

整
備
目
標
・見
込
み
量
と
す
る
こ
と
が
必
要
。

整
備
目
標
・見
込
み
量
と
す
る
こ
と
が
必
要
。

【病床での対応】

【病床外で

の対応】

既
存
の
病
床
数

（
一
般
・
療
養
）

在
宅
医
療
等
の

新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必
要
量4
6



2
9
年
度

年
度
年
度

年
度

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8
年
度

年
度
年
度

年
度

第
７
次

医
療
計
画

（
中
間
見
直
し
）

第
７
期

介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画
第
８
期

介
護

保
険
事
業
(支

援
)計

画
第
９
期

介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画

第
８
次

医
療
計
画地

域
医

療
構
想

在宅医療等

2
9.7～3
3.7万人

Ｃ
３

未
満

医
療
区

分
１

7
0
％
＋

地
域
差

解
消
分

※
こ
の
中
に
、
介
護

の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
者
が
存
在

次
期
医
療
計
画
と
介
護
保
険
事
業
計
画
の
整
備
量
等
の
関
係
に
つ
い
て

介
護
施
設

在
宅
医
療

外
来

•
在
宅
医
療
等
の
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必
要
量
は
、
２
０
２
５
年
に
向
け
て
、
約
３
０
万
人
程
度
と
な
る
と
推
計
。

•
こ
れ
ら
の
受
け
皿
と
し
て
は
、
療
養
病
床
の
転
換
等
に
よ
る
在
宅
医
療
、
介
護
施
設
の
整
備
の
他
、
一
般
病

床
か
ら
在
宅
医
療
等
で
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
外
来
医
療
等
で
対
応
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

•
対
応
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
提
供
体
制
の
整
備
主
体
が
協
議
し
、
医
療
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
計

画
の
計
画
期
間
に
応
じ
た
、
整
合
的
な
整
備
目
標
・見
込
み
量
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。

新
類
型
等
転
換
分

整
備
目
標

整
備
目
標

整
備
目
標

整
備
目
標

4
7
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